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はじめに

「人権の世紀」と言われる21世紀に入り10年目を迎えました。この間，我が国にお

いては，国の「人権教育・啓発に関する基本計画」に基づき，互いの人権が尊重される

社会の実現を目指して様々な取組が進められてきました。学校教育では，平成16年か

ら平成20年にかけて，文部科学省から「人権教育の指導方法等の在り方について」第

一次から第三次までの「とりまとめ」が公表され，人権教育の基本的な考え方と学校に

おける具体的な取組が示されました。

岡山県教育委員会においても，国の「基本計画」を踏まえ，「改訂岡山県人権政策推

進指針」と「岡山県人権教育推進プラン」に基づき，すべての人々の人権が尊重される

「共生社会おかやま」の実現のため，総合的な人権教育行政を推進しているところです。

これまで，県教育委員会では「推進プラン」に示した人権教育の三つの視点の中で，

主に「人権に関する知的理解の深化と人権感覚の育成」「自立支援」の二つの視点の取

組を中心とした指導資料を作成してきました。しかし，これらの取組が効果をあげるた

めには，教育内容や方法の在り方とともに，人間関係や，学校・教室の全体としての雰

囲気など，教育・学習が行われる場そのものの在り方が極めて重要な意味をもちます。

そこで，このたびは，それら二つの視点の取組の基盤となる「人権を尊重する環境づく

り」の視点からの実践事例集を作成しました。

この実践事例集では，「第三次とりまとめ」で示された「環境づくり」に関する内容

を，各学校における実践につなげることができるような具体的な事例を掲載しました。

また，学校での人権学習を肯定的に受容するような家庭・地域の基盤づくりのための連

携の事例や，豊かな人間性や社会性をはぐくみ，人間関係を築く能力やコミュニケーシ

ョンの技能等を培うための「体験」を取り入れた事例も掲載しています。

本書が既刊の資料とともに，学校教育の場において大いに活用され，人権教育が一層

充実されることを期待します。

最後に，本資料を作成するに当たり，執筆に御協力いただきました作成委員の皆様と，

関係各位に心からお礼申し上げます。

平成22年３月

岡 山 県 教 育 庁 人 権 教 育 課 長

古　　矢　　道　　弘
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活用に当たり

本書は，学校における「人権を尊重する環境づくり」を進めるための実践事例を掲載
しています。

１ 人権を尊重する環境づくりについて

人権教育が効果をあげるためには，教育内容や方法の在り方とともに，人間関係や
学校・教室の全体としての雰囲気など，教育・学習が行われる場そのものの在り方が
極めて重要な意味をもちます。

その中で，人間関係づくりについては，教職員同士，教職員と児童生徒，児童生徒
同士の中で，自他のよさを認め合えるような豊かな人間関係を相互に形成することが
重要です。そのためには，自らが一人の人間として大切さが認められていることを実
感できるような状況を生み出すこと，自分や他の人を尊重しようとする感覚や仲間と
しての連帯感，自尊感情をはぐくんでいくことができるような取組を積み重ねていく
ことが大切です。

また，教育・学習の場自体において，人権尊重の理念が徹底し，人権尊重の精神が
みなぎっている環境であることも重要です。そのためには，教職員自らが適切な言葉
遣いを心掛けるなど，校園内の言語環境を整えたり，人権にかかわる標語やポスター
を掲示したりして人権を尊重する気運を醸成し，人権に配慮した教育指導や学校運営
に取り組むことが重要です。

このような，「人権を尊重する環境づくり」は，人権教育を進める上で重要な基盤
となります。

「人権を尊重する環境づくり」としては，次のような取組が考えられます。

・学校・学級の中で，一人ひとりの存在や思いが大切にされる環境づくり

・他者とのかかわりの中で相手の気持ちを考える体験（交流体験活動等）を通し
て，豊かな人間性や社会性をはぐくみ，学校の人間関係づくりにつなげる取組

・人権にかかわる標語やポスターの掲示，人権集会の開催などを通じ，児童生徒
が日ごろから人権学習に親しむ機会を提供する取組

・教職員の言動や児童生徒同士の言動について，それが他の人の人権を侵害する
ことがないよう，校内の言語環境を整える取組

・教職員が人権問題について正しく理解し，人権意識を高めるための研修

・学校における人権学習を肯定的に受容するような家庭・地域の基盤づくりのた
めの連携

・ユニバーサルデザインの考え方の普及や環境の整備

本書は，このような取組の中から，学校における様々な実践をもとに作成したものです。
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なお，場の雰囲気づくりについては，「人権教育の指導方法等の在り方について
［第三次とりまとめ］～指導等の在り方編～」に，次のように記述されています。

【参考】隠れたカリキュラム

児童生徒の人権感覚の育成には，体系的に整備された正規の教育課程と並
び，いわゆる「隠れたカリキュラム」が重要であるとの指摘がある。「隠れ
たカリキュラム」とは，教育する側が意図する，しないに関わらず，学校生
活を営む中で，児童生徒自らが学びとっていく全ての事柄を指すものであり，
学校・学級の「隠れたカリキュラム」を構成するのは，それらの場の在り方
であり，雰囲気といったものである。

例えば，「いじめ」を許さない態度を身に付けるためには，「いじめはよく
ない」という知的理解だけでは不十分である。実際に，「いじめ」を許さな
い雰囲気が浸透する学校・学級で生活することを通じて，児童生徒ははじめ
て「いじめ」を許さない人権感覚を身に付けることができるのである。だか
らこそ，教職員一体となっての組織づくり，場の雰囲気づくりが重要である。

２ 本書の活用上の留意点

・校種別に掲載していますが，児童生徒の実態に合わせ，他校種での実践も可能です。

・授業展開，学習形態，指導方法等については，児童生徒の発達段階や実態を考慮し
創意工夫をしてください。

・授業や研修を行うに当たっては，児童生徒や家庭・地域の実態に応じて，プライバ
シーの保護など必要な配慮をしてください。

・本書は，「人権教育の指導方法等の在り方について［第三次とりまとめ］」の考え
方や事例を参考にしていますので，併せて有効に活用してください。

・本書は，人権教育課のウェブページからＰＤＦファイルとしてダウンロードできま
す。（http://www.pref.okayama.jp/soshiki/kakuka.html?sec_sec1=153)
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【小学校】

学校まるごと“人権ウィーク”
～人権週間の取組について～

１ はじめに
本校では６月の「いじめについて考える週間」において，全学年でいじめを考える

授業を行い，いじめの防止に取り組んだ。また，児童の実態を把握するために学校生
活アンケートを行うとともに，教育相談を実施して，一人ひとりの悩みや願いを聴き，
児童理解に努めた。

12月の「人権週間」に先駆けて，６月に実施したアンケート調査と同じ内容のも
のを11月に実施した。多くの項目でプラスの回答の割合が増加したものの，「友達に
は何でも相談できる」「友達はがんばったことを認めてくれる」「自分がつらい思い
をしているとき，友達が一緒に考えてくれる」等，友達についての項目で「そう思う」
の割合は低く，人間関係づくりについて課題があるということが分かった。また，日
ごろの学校生活の中で，児童同士で友達を傷付けることを言う場面も見られ，言語環
境を整える取組の必要性も感じた。そこで，人権週間を「○○小人権ウィーク」とし
て，教育活動の中でよりよい人間関係づくりに取り組むとともに，人権を大切にする
雰囲気を醸成する取組を行った。

２ 実践の内容
（１）計画

人権週間の取組について教職員で話し合い，下記のような計画を立てた。

時数 内容 ねらい 留意点等
ア 学校生活アン 友達関係や学校生活の ・６月に行ったアンケート

０．５ ケートを実施し 満足度等を把握する。 結果と比較し，課題を明
集計する。 確にする。

イ 人権を守るた 児童の人権意識の高揚 ・全学年で取り組む。
めに大切なこと を図るとともに，人権を ・高学年は図工の時間を活

１ を考え，標語・ 尊重する気運を高める。 用し花の絵も描く。
メッセージとし ・作品はすべて教室や廊下
て掲示する。 等に掲示する。

ウ 全校朝会で人 人権にかかわる週目標 ・クイズ形式やロールプレ
０．５ 権にかかわる週 を設定し，児童への意識 イ形式で週目標を伝え

目標を提示する。付けを図る。 る。
エ 学級で人権に 各学級で人権を尊重す ・児童の実態や発達段階を

１～２ かかわる学級活 る環境づくりに取り組む。 踏まえる。
動を行う。

オ 朝の会で友達， 学校全体に人権を尊重 ・音楽専科の教員や学校司
命等をテーマに する雰囲気をつくる。 書と連携を図り実施する。
した歌を歌った

日常 り，教室や図書
活動 室に人権図書コ

ーナーを設置し
たりする。
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（２）実践（活動例）
ア 学校生活アンケート

人権週間に入る前に児童の実態や課題を把握するために学校生活アンケートを
行った。６月と11月に同じアンケートを行い比較することで，課題を明確にし，
取組に生かせるようにした。なお，アンケートの項目は［第三次とりまとめ］実
践編（Ｐ13～Ｐ15）【事例３】を参考にした。また，低学年についてはふりが
なを付けたものを使用し，教師が適宜解説を加えながら実施した。

そう思 どちら そう思
項目

う ともい わない
自分の考えに合うものに○をつけましょう。

えない

１ 自 自分にはよいところがある。
分
に 自分がだれかにしていることでその人に喜ばれていることが

２
つ ある。
い

３ て 人の気持ちがわかる人間になりたい。

４ 友達には何でも相談できる。

５ 友 友達はがんばったことを認めてくれる。
達

６ に 休み時間や放課後に友達とよく遊ぶ。
つ
い 友達がつらい思いをしているとき，一緒に考えるようにして

７
て いる。

自分がつらい思いをしているとき，友達が一緒に考えてくれ
８

る。

９ 先生は悩みや相談ごとをよくきいてくれる。

１０ 先生は努力をしたことを認めてくれる。

１１ 学校に行くのが楽しい。

１２ 学
学校で好きな授業がある。

校

１３
に

学校の勉強はよくわかる。
つ

１４
い

学校で楽しみにしている活動がある。
て

１５ 学校に行きたくないことがある。

１５番でそう思うと答えた人に聞きます。それはどうしてですか？

先
生
に
つ
い
て

3 4



イ 人権標語・人権メッセージ
普段の生活の中に「人権を大切にしよう」というメッセージを掲示することは，

人権を尊重する気運を高めるのに効果があると考えた。
そこで，児童に，「みんなの手でより素晴らしい学校にするために大切なこと

は何だろう。」と問いかけ，「協力」「あいさつ」「なかよし」等いくつかの人権
にかかわるものを取り上げ，「人権標語」にする活動を取り入れた。そして，全
員の作品を教室や廊下等に掲示した。さらに，高学年児童は，自分が実行しよう
と思うことについて「人権メッセージ」を作成し，ラミネート加工をして掲示し
た。自分が書いたメッセージが下級生にも見られることで，高学年児童は「下級
生の手本となるように，自分も進んでメッセージの内容を守っていこう。」とい
う意識をもつことができた。

「人権標語」

「人権メッセージ」

ウ 週目標
本校では週目標を設定し，毎週月曜日の全校朝会で週番の教員が児童に伝達し

ている。人権週間においては，児童の実態などを踏まえ，人権にかかわる内容の
目標にしている。週目標は全校朝会の場で，クイズやロールプレイ等を取り入れ
ながら分かりやすく提示した。また，週目標についてのがんばりカードを各学級
に配り，毎日帰りの会で振り返りをしたので，児童が週目標を意識しながら１日
を過ごし，互いを大切にしようとする意欲につながった。

週目標 「チクチク言葉をなくして ふわふわ言葉をたくさんつかおう」
○提示するカード

＊児童の実態に応じ，提示する
言葉を決める。

う

ざ

い

あ
り
が
と
う

あ

っ
ち
い
け

す
ご
い
ね

よ
く
で
き
た
ね

が
ん
ば
っ
た
ね

き

も

い

ご
め
ん
ね
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児童に「これらの言葉を友達から言われてうれしくなる言葉とつらくなる
言葉に分けましょう。」と投げかける。

「これはどっちに入れますか？」「どうしてこちらに入れたのかな？」と
尋ねることによって，それぞれの言葉について
考えることができるようにする。

自分が言われてつらくなる言葉はきっと友達
もつらい，逆にうれしくなる言葉はきっと友達
もうれしいということを伝える。今週は，うれ
しい気持ちになるような「ふわふわ言葉」をも
っとたくさん集めて使っていくことが目標であ
ることをしっかりつかませる。

週目標 「自分の気持ちをじょうずにつたえよう」

今週の週目標は「自分の気持ちをじょうずにつたえよう」です。
（二人の教師A，Bが登場）
これから先生たちが劇をするので，よく見ておきましょう。

○ＡさんとＢさんは，ボール投げをして遊んでいました。
「キーンコーン カーンコン」 業間休みが終わりました。

Ａ：「このボール，片付けといてよ。」

Ｂ：「えーっ。前もぼくが片付けたじゃないか。」
イラスト

Ａ：「いいじゃない。たのむよ。」

Ｂ：「 。」

友達からこんなことを頼まれました。困りましたね。
あなたならどう答えますか。

＊Ｂ役の先生が次のような３通りの答え方をして，児童に感想を聞く。

爆 発 型 「いいかげんにしろよ。いつも命令ばかりして！おまえのそん
なところがきらいなんじゃ！」

→相手を怒らせる。けんかになる。

もじもじ型 「うん。まあ，いいけど・・・」（仕方無く片付ける。）
→相手は自分の言っていることについて反省しない。同じこと

が続く。自分も言いたいことが言えずにすっきりしない。

しっかり 「ぼくばかり片付けるのはいやだよ。交替で片付けるようにし
にこにこ型 よう。今回は君。次はぼくが片付けるからさ。」

→相手は自分の非に気付き納得する。友達関係もくずれない。

普段の会話の中にも「どう答えればいいのかな。」と困ることがあると思
います。よく考えて相手に自分の気持ちをうまく伝えられるといいですね。
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エ 学級活動での取組
ａ 学級の歌づくり（低学年）

児童の連帯感を高めるために学級の歌を作った。歌詞を全員で作っていく
過程の中で，児童の願いが入っていくようにした。なお，児童がよく知って
いる既成の歌を替え歌にする方法も考えられる。

※（替え歌にする場合は，著作権者に了解を得る必要がある。）

目標
学級の歌を作ったり，朝の会などにその歌を歌ったりすることを通して，

友達の大切さや学級のまとまりを感じ取ることができるようにする。

学習活動 教師の支援 準備物

１ 校歌を歌って ○ 校歌の歌詞を提示し，一緒に歌うことができる 校歌歌詞
歌詞について考 ようにする。
え，本時のめあ ○ 歌詞の中に作詞者の学校に対する願いが表れて
てを知る。 いる箇所に線を引き，「どんな学校になってほし

い」と考えたか想像できるようにする。
○ 本時は「こんな学級にしたい。」「こんな学級な

らいいな。」というみんなの気持ちが表れるよう
な学級の歌（歌詞）を作ることを知らせる。

○ できあがった歌詞は音楽専科の先生に渡し，曲
を付けてもらうことを知らせる。

２ 歌詞を考え， ○ 学級の歌に歌詞として入れたい言葉を書くカー カード
発表する。 ドを一人１枚配付する。

○ 同じ言葉が多かった場合，書き終えた児童にも
う１枚カードを渡し，別の言葉を考えるよう指示
する。

○ 言葉が思いつかない児童に対しては，教師がど
んな学級がいいか尋ね，イメージを膨らませるこ
とができるようにする。

○ 各グループでカードに書いた言葉とともに，そ
の言葉を考えた理由を互いに伝え合い，学級に対
する思いを共有できるようにする。

３ 歌詞を整える。○ グループごとに出た意見
を発表させる。

○ 児童の意見を取り入れな
がら歌詞を整え，「自分た
ちで作った歌」という意識
をもてるようにする。
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４ 全員で歌詞を ○ 声を合わせて歌詞を読
読む。 み，協力して活動できたこ

とを賞揚する。
○ 世界に一つだけの学級の

歌，自分たちの力で作った
学級の歌であることを確認
し，曲が付いたら朝の会で
歌うことを告げる。

ｂ ２枚の写真（中学年）
グループごとに「いじめが起こっている状態」と「いじめが解決した状態」

の２枚の写真を撮り，それをもとにストーリーを考えることによって，いじ
めをなくすためにはどんなことが大切かに気付くことができるようにした。
また，この学習のあと低学年の学級に行き，自分たちが考えたストーリーを
劇で紹介する観劇会を開いた。

なお，学級の中にいじめを受けていた児童，いじめを受けている児童がい
ることも考えられる。学習を進める中でそうした児童がつらい思いをするこ
とがないよう十分に配慮する必要がある。

いじめが起こっている状況と解決した状況を設定し，解決までのストーリ
目標 ーをロールプレイすることで，いじめを解決する実践力を身に付けることが

できる。

第１時

学習活動 教師の支援 準備物

１ 写真Ａ，Ｂを ○ 1枚目の写真Aを提示し，どんな状況なのか， 写真Ａ，Ｂ
見て話し合う。 また，どうしてこんな状態になったのか想像でき

るようにする。
○ いじめられている側，いじめている側双方の立

場からそれぞれの気持ちについても想像し，自分
のこととして考えることができるようにする。
〈いじめられている人の気持ち〉

・つらい，悲しい
〈いじめている人の気持ち〉

・おまえが悪い，腹が立つ，いじめないと自分
がいじめられるかも

○ ２枚目の写真Bを提示し，仲直りをしていじめ
が解決していることが把握できるようにする。

○ AからBの状態になるには，どんなことがあっ
たのだろうかと投げかけ，解決方法について考え
ることができるようにする。

・だれかがいじめるのをやめようと言った。
・話し合いをして相手の考えを聞いた。
・担任の先生に相談した。
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２ 写真Ｃ，Ｄを ○ 写真Ｃ，Ｄを提示し，CからDの状態になるに 写真Ｃ，Ｄ
見て話し合う。 は，どんなことがあったのか，Ａ，Ｂと同じよう

に話し合うことができるようにする。

３ ２枚の写真を ○ グループごとにいじめが起こっている状態，解 デジタルカ
撮る。 決した状態の２枚の写真を撮ることを知らせる。 メラ

○ 各グループで場所，状況，解決までのストーリ
ー等を話し合ってから写真を撮るよう指示する。
そうすることで，日常の具体的な場面でのいじめ
を想定できるようにし，より身近な問題として考
えることができるようにする。

＊ここまでを第１時の活動とする。教師はそれぞれのグループが撮った２枚の写真を
プロジェクターで投影できるように用意しておく。

Ａ Ｂ

？

Ｃ Ｄ

？
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第２時

学習活動 教師の支援 準備物

１ グループごと ○ 前時に話し合った解決までのストーリーをもと
にロールプレイ に役割を決め，グループごとにロールプレイをす
をする。 るよう指示するとともに，ロールプレイを後で全

員の前で発表することを知らせる。
○ 役になりきって演じている児童や自分の気持ち

を素直に表現している児童を賞揚する。
○ 簡単に解決するストーリーを演じているグルー

プには，いじめを止めようとした児童が責められ
たり逆にいじめられたりするといった実際に起こ
りうる場面を例示し，いじめやその解決方法につ
いて考えを深めることができるようにする。

○ 必要に応じて教師もロールプレイに参加したり，
演技についてアドバイスしたりして，スムーズに
グループでの活動が進むようにする。

２ グループごと ○ ロールプレイで表現されるいじめの場面をより プロジェク
にロールプレイ 具体的にイメージできるように，プロジェクター ター
を発表する。 で２枚の写真を提示する

○ いじめる役，いじめられる役，いじめを止めよ
うとする役，見て見ぬふりをする役等，それぞれ
の児童にロールプレイをした感想を尋ね，演じた
ときの気持ちを引き出す。

○ ロールプレイを見た感想や自分ならこうすると
いう意見を発表させ，いじめをなくしていこうす
る意欲を高める。

３ まとめをする。○ 活動を振り返り，いじめを解決するために大切 ワークシー
だと思ったことをワークシートに書き発表するこ ト
とによって，実践行動につながるようにする。

ｃ 学級人権宣言を作ろう（高学年）
学級内にある問題を出し合い，それを解決しようという意欲を高めるため

に「学級人権宣言」を作成した。なお，この学習の前に学級の問題点につい
てのアンケートをとり，児童の実態を把握した。

目標 学級人権宣言を作る活動を通して，自分たちの身の回りの問題をみんなで
解決していこうとする意欲をもつことができる。

学習活動 教師の支援 準備物

１ 学級の問題に ○ 事前にとった「困ったこと，いやだなあと思っ アンケート
ついて話し合う。 たこと」（記述式，無記名）のアンケート結果を 結果

提示し，学級の問題について考えることができる
ようにする。
・無視をされたことがある。
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・物を隠されたことのある人がいる。
・失敗したとき笑われてショックだった。 等

○ 問題の多くが，友達との人間関係の中で生じて
いることを確認し，記述をした一人の問題ではな
く，自分たち全体の問題としてとらえられるよう
にする。

○ どうしてこうした問題が起きてしまうのか，ど
うすればなくなるかと投げかけ，問題の解決につ
いて話し合わせる。

２ 思いや願いを ○ 世界人権宣言の条文をいくつか紹介し，内容や カード
短い言葉にまと 意義について説明する。（［第三次とりまとめ］実
める。 践編（Ｐ58～Ｐ62）【資料】『やさしい言葉で書

かれた世界人権宣言』を活用することもできる。）
○ 学級の問題点や話し合った解決方法をもとに「学

級のみんなに呼びかけたい」「人権を大切にした
い」という思いや願いを学級人権宣言にまとめる
ことを告げる。

○ 思いや願いを20字程度にまとめ，カードに書く
よう指示する。

○ 一人２～３枚書くことができるよう，カードを
用意しておく。

３ 条文を作る。 ○ 個人で書いたカードを黒板にはり，内容の似て
いるものを集めて７～10程度のテーマに分類する。

○ テーマの数だけグループを作り，分類されたカ
ードをグループに渡して，書かれた文章から条文
を作ることができるようにする。

○ 出来上がった条文を理由や説明もつけて発表さ
せることで，全員の理解が得られるようにする。
・男女仲良く協力しよう。
・だれとでも遊ぼう みんな友達だから。
・悪口，かげ口言いません。

○ みんなで条文を読み合い，児童の意見を聞きな
がら修正を加え，承認が得られたらグループごと
に画用紙に書き，教室掲示ができるようにする。

４ 活用方法を考 ○ 学級人権宣言を作った感想を書き，
える。 どのように活用していくか考えさせ

る。
〈活用例〉
・教室だけでなく廊下にはって全校に

見てもらおう。
・小さい紙に書き，胸につけよう。
・朝会や放送などで全校にアピールし

よう。
○ すばらしい学級人権宣言ができたこ

とを賞揚し，この宣言のような学級に
していこうという意欲を高める。
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オ 日常活動（朝の会の歌，人権図書コーナーの設置）
人権週間にふさわしい内容の歌を取り上げ，朝の会で歌ったり，学校司書と

連携して図書室や学級に人権図書コーナーを設け，人権にかかわる図書をおい
たりした。

人権週間に歌いたい歌
「まあるいいのち」 （作詞／作曲：イルカ） 「世界に一つだけの花」 （作詞／作曲：槇原敬之）
「ビリーブ」 （作詞／作曲：杉本竜一） 「お陽さまになって」 （作詞／作曲：中山真理）
「学校坂道」 （作詞／作曲：西口ようこ） 「一人の手」

（作詞：アレックス・カンフォト 訳詞：本田路津子 作曲：ピート・シーガー）
「ともだちになるために」 「またあえる日まで」

（作詞：新沢としひこ 作曲：中川ひろたか） （作詞：アドベンチャーキャンプの子供達＆北川悠仁 作曲：北川悠仁）
「わたしと小鳥とすずと」 「ビューティフル・ネーム」

（作詩：金子みすゞ 作曲：中田喜直） （作詞：伊藤アキラ 作曲：タケカワ・ユキヒデﾞ）

図書室の人権図書コーナー 教室の人権図書コーナー

３ 実践を振り返って
「人権週間に何をしよう」と直前になって考えると，取組が児童の実態に合わず，

効果が上がらないこともあった。そこで本実践では２回の学校生活アンケート結果を
比較し児童の実態を把握することで，人権週間の取組の方向性を明確にした。教職員
の話し合いでは，「友達に対する言葉について児童に考えさせたい」「がんばりを認
め合う雰囲気づくりのためにどんな取組をすればよいだろうか」というように，アン
ケート結果から得られた児童の課題を踏まえながら，人権週間の取組を具体的に考え
共通理解を図ることができた。今後，アンケートの内容や実施時期等をさらに工夫し，
児童の課題把握とともに，何ができるようになったか，どんな力がついたかなど，取
組の評価にもつながるようにしていきたいと考えている。

また，人権週間の取組により，児童は友達との人間関係について改めて考えたり，
学級の友達との一体感，連帯感を感じたりすることができたと思われる。朝はやさし
さや友達等をテーマとする歌が校内に響き，掲示板には人権にかかわる標語やメッセ
ージがはられるなど，学校全体が人権を大切にしようとする雰囲気に包まれた１週間
であった。

今後，年間の人権教育の取組と人権週間の取組との関連を一層図り，効果が上がる
よう工夫を重ねていきたい。
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【小学校】

互いのよさや違いを認め
共に生きる児童を育てる児童会活動

～人権集会を通して～

１ はじめに
本校では，人権を尊重する環境づくりの取組の一つとして，毎年人権集会を行って

いる。人権集会では，異学年間の交流や地域社会との積極的な交流を通して，児童に
次のような力や態度を育てることができると考える。

○仲間としての連帯感や自他を尊重する態度
○学級や他学年の児童，地域の人々と望ましい人間関係を築く力

固定化した人間関係を解きほぐして新たな人間関係を構築する場を作り出すのは難
しい。しかし，縦割り班や異学年間の交流，地域社会との交流等，様々な人とふれ合
う体験を重ねることで，児童は少しずつ相手を意識し，相手の思いを知り，かかわり
を広げようとする。さらに，集会に向けての話し合い活動や準備などに要する様々な
教育活動を通して，互いのよさや違いを発見したり，自己評価や他者からの評価を受
け入れたりすることで，児童は，仲間としての連帯感を高め，友達や自分自身のこと
をより大切にしようとする態度が育つと考える。

本実践は，人権集会（本実践では「なかよし集会」）を，児童が主体的に取り組む
ことのできる児童会活動に位置付け，12月の人権週間の期間中に行ったものである。

なお，実践に出てくる児童会の運営委員会とは，児童会活動を企画運営していく委
員会であり，代表委員会とは，児童会活動について運営委員会から提案された議題に
ついて協議検討する，各学年代表で構成された委員会である。

２ 実践の内容
（１）ねらい

全校児童の人権意識の高揚を目指し，各学年の人権メッセージを聞いたり縦割り
班でのゲームをしたりする活動を通して，友達のよいところを認め合い，仲間とし
ての連帯感や自他を尊重する態度を育てる。

（２）活動計画

時間 学習活動 ねらい 留意点等

運営委員会で，なかよし なかよし集会の計画 ・協議事項については，
集会の内容について話し合 立案をして，運営委員 どの学級でもみんなで

１
い，代表委員会での協議事 としての役割を果たそ 話し合える議題（例え
項について考える。 うとする態度を育てる。 ば集会で歌う歌やゲー

ムの内容）になるよう
代表委員会を開催し，提 代表委員会の開催及 にする。

計 案プログラムの承認，集会 び，各学級での準備活 ・日ごろから交流のある
画 で歌う歌やゲームの決定， 動を通して，なかよし 地域の福祉施設の人や
・ １ 各学年や委員会の仕事の分 集会に向けての全校児 人権擁護委員の招待に
準 担，各学年への発表の要請 童の意識の高揚を図 ついても計画の中に入
備 などを行う。 る。 れることによって，自
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分たちの取組を地域に
発信していこうという
意欲をもつことができ
るようにする。

・児童が主体的に参加で
きるように，学年発表
については，学習した
ことや，全体にメッセ
ージとして伝えたいこ
となど各学級で話し合
って決めるようにする。

学級活動や国語等の時間
２ を利用して，各学年で発表～

の準備をする。
３

なかよし集会を行う。 集会活動を通して仲 ・児童の主体的な活動に
な 間との連帯感や，自他 なるように，運営委員
か を尊重する態度を養 会を中心にして，集会
よ ２ う。 全体のタイムテーブル
し や進行原稿を作成し，
集 リハーサルをして臨む
会

ようにする。

集会の直後に運営委員が 達成感を味わわせ， ・人権擁護委員など招待
集まり反省会をする。また，次回の活動への意欲を した方の感想を聞くこ

反 代表委員会で各学級からの 高める。 とで達成感を味わい，
省 感想や反省を発表する。 次回への活動意欲につ

なげることができるよ
うにする。

なかよし集会 プログラム例

１ はじめの言葉（運営委員会代表） ※人権スローガンは，年度初
２ 今年の人権スローガン（６年）※ めに代表委員会や高学年児
３ 人権標語発表（各学年代表児童） 童を中心にして決め，校内
４ 各学年の発表 に掲示していたものであ
５ 友達の輪つくりゲーム（縦割り班） る。集会の最初に発表する
６ 全員合唱「世界がひとつになるまで」 ことで，なかよし集会のね
７ 感想発表（児童・招待者） らいをはっきりさせること
８ 校長先生のお話 ができた。（写真６）
９ おわりの言葉（運営委員会代表）

写真１ 代表委員会の様子

写真２ 学年発表の練習
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（３）計画・準備及び集会の実施について
ア 運営委員会

・集会のタイムテーブルや進行原稿を作成する。
・役割分担（はじめ・おわりの言葉，司会進行，ゲーム担当等）を決定する。
・歌の決定後，歌詞やＣＤを学級に配付し，朝の歌の時間などで練習できるよう

にする。
・会場用の看板や掲示用のプログラムを作る。
・ゲームのルールを確認し，必要な物を準備する。

イ 代表委員会
・運営委員会が提案したプログラムについて話し合う。
・集会で歌う歌やゲームについて話し合う。
・学年で準備することや担当する準備の割り振り（会場の飾り付け，地域の福祉

施設など招待者への連絡等）について話し合う。
・学年発表の要請や持ち時間等を確認する。

ウ 各学年
・学年発表について学級で話し合い，練習や準備をする。
・各自が人権標語を作成し，学級の代表作品を決める。
・会場の飾りや招待状作成等，学年に分担された準備をする。

エ なかよし集会
ａ 会場について

・全校が一堂に会し，発表を聞いたりゲームをしたりすることができる体育館
や多目的ホール等が適している。

・移動黒板や壁面等，よく見えるところにプログラムを掲示する。
・人権週間中に学級で作った全員の人権標語や全校で取り組んだもの（なかよ

しの木）等を会場壁面に掲示し，人権集会の雰囲気を高める。（写真３）

ｂ はじめの言葉
・はじめの言葉は児童代表に考えさせるが，その中に活動のめあてをもり込む

ことで，全校児童が集会のねらいについてしっかり意識して活動に取り組む
ことができるようにする。（写真５）

写真４ 招待した地域の福祉施設の人

や人権擁護委員
写真３ 会場の様子
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ｃ 人権標語発表
・事前に各学級で全員が考える。
・学級で話し合って代表作品を決定し，代表者が発表する。
・代表作品は，会場のステージや壁面につるすなどしてよく見えるところに大

きく掲示する。（写真７）
・発表者は，標語を考えた理由や標語に込めた願い等について発表する。

なかよし集会のめあて
スローガンや友達の発表を聞いたり ゲームをしたりして もっともっと
なかよしになろう

写真６ 人権スローガンの確認写真５ なかよし集会のめあての掲示

写真７ 人権標語の掲示と発表の様子
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ｄ 各学年の発表（例）

〔低学年〕

友達に言われてうれしかった言葉の発表 自分たちのクラスの紹介

国語「ずうっとずっと大すきだよ」音読発表 楽しいことやうれしかったことの紹介

〔中学年〕

道徳で学習した「フラフープを下ろそう」

ゲームの紹介

17 18

道徳で学習した「フラフープを下ろそう」

ゲームの紹介

　人差し指にのせたフラフープをみん

なで床まで下ろすゲームだよ。指がフ

ラフープから離れたらやり直しです。



ぼく，わたしのいいところを発表 「友だちになるために」を手話を交えて歌う

学級活動で行ったワークショップ 言われてうれしい言葉といやな言葉

「ジェンダーを探そう」の発表

〔高学年〕

子どもへの暴力防止のための講習会 いじめについての寸劇

の感想発表

17 18



〔その他〕

人権講演会の感想発表

人権についての作文発表

各学級のよいところ発表 等

学級のよいところ発表

ｅ 友達の輪つくりゲーム
・縦割り班に分かれ，制限時間内に輪飾りをできるだけ長く作る。（写真８）
・つないで作った輪飾りの長さをステージの上からたらして比べる。（写真９）

ｆ 全員合唱「世界がひとつになるまで」
・１年生を迎える会など，これ

までの児童集会活動で使い，
保管していた輪飾りも加えて
班で作った輪飾りをすべてつ
ないで一つの輪にする。

・全校児童が輪飾りを持ち，体
育館に一つの大きい輪を作る。

・輪飾りを持ち，みんなで「世
界がひとつになるまで」を歌
う。（写真10）

写真８ 協力して輪飾りを作る様子 写真９ 輪飾りの長さ比べの様子

写真１０ 全校で歌っている様子
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世界がひとつになるまで 松井五郎／作詞 馬飼野康二／作曲

まぶしい陽ざしが なぜみんな

君の名前を呼ぶ この地球に

おんなじ気持ちで 生まれてきたのだろう

空が見えるよ

世界がひとつになるまで

つらいとき ずっと手をつないでいよう

ひとりきりで 思い出のまぶしさに負けない

涙をこらえないで とても素敵な夢がある

世界がひとつになるまで 世界がひとつになるまで

ずっと手をつないでいよう ずっと手をつないでいよう

あたたかいほほえみで もうすぐ ときめきは宝物 いつでも

夢がほんとうになるから 愛が明日を守るから

ラン ランラン ランランランラン

ランラン ララララランランランラン

ラン ランランラン

はじめて出逢った

あの日 あの場所から

いろんな未来が

歩きはじめた

ｇ 感想発表
・集会を通して心に残ったことやよかったこと等について司会者がインタビュ

ーする。（写真１１）
・地域の福祉施設の人や人権擁護委員等招待した人に感想を話していただく。
（写真１２）

写真１２ 人権擁護委員の話写真１１ 感想発表の様子
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３ 実践を振り返って
児童会が企画運営する集会活動を通して，高学年児童にリーダー性が育ってきた。

年度当初，縦割り班活動の際には下級生に的確な指示が出せず，班員の心をなかな

かつかむことができなくて右往左往する場面が見られていた。しかし，日常の継続し

た縦割り班活動や集会活動を通して，上級生は下級生への接し方を学び，また，下級

生も上級生への信頼感を増していったように思う。児童はこのような全校集会活動の

中で，相手の立場に立って行動することの意味を考え，共に協力する姿勢が身に付い

てきたように思われる。

なかよし集会の中の縦割り班で行った「友達の輪つくりゲーム」では，やり方を丁

寧に教えながら接着のりをつけた色紙を１年生に手渡している上級生や，作った輪を

上級生が長くつないでくれるのをのぞき込むようにして見ている１年生，さらに輪を

つないだ長さを確かめ合い，班のみんなでできあがったことを喜び合う児童の姿から

異学年の児童間に広がる信頼関係を感じることができた。

また，できあがった輪飾りを手に持って一つの大きな輪になり，友達同士顔を見合

わせながら歌う場面では，自然に連帯

感を感じ，どの児童も自分にはたくさ

んの友達がいることを実感することが

できたように思う。

児童の生活アンケートの結果からは，

「縦割り班活動などで低学年の友達と

遊んだり集会活動でいっしょに活動し

たりするのが楽しい。」という声が聞か

れる。これは，学年を越えて望ましい

人間関係が広がりつつあることの表れ

だと考えられる。

学年発表では，学級での人権学習の

一端や，日常生活の中の人権にかかわるテーマを学年相応のとらえ方でまとめたこと

を全校の場で紹介し合った。児童の人権についての意識を高め，友達や自分を大切に

しようとする気持ちを育てることができた。

集会活動を通して，相手のよさを認め友達と仲良くしていくことができるようにな

ってきた一方で，「今の発言はおかしい。」とか，「今の行動は相手に失礼だ。」とい

う気付きを進んで声に出せる児童は多くはない。互いのよさを認め合う意識が育ちつ

つある一方で，身の回りに起きた問題を自分たちで解決していこうとする児童はまだ

限られている。

豊かな人間関係づくりをさらに進めるとともに，人権が大切にされていない状況を

おかしい，許せないとするような雰囲気を醸成し，問題を主体的に解決していこうと

する実践的態度を育てていくことがこの先の課題である。
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の
事
前
指
導

【小学校】

身近な問題に気付くことができる人権劇
～事前・事後指導で効果を上げる～

１ はじめに
人権劇は，児童に人権問題について考えさせるための有効な手法の一つであり，想

像力，感受性，コミュニケーション技能等の育成を図ることが期待できる。また，人
権を大切にしようというねらいで，意欲的に演じられた劇を視聴することは，一人ひ
とりの人権意識を高めるとともに，人権を尊重する雰囲気を醸成することができると
考える。

本実践では，人権劇を上演する前に事前指導を行った。劇のテーマである「友達」
について話し合うことにより，友達とのよりよい関係について考えを深め，劇を行う
ことのねらいを明確にしたり，児童の演じたいという意欲を高めたりした。また，上
演した後には，事後指導により，演じたことへの達成感や仲間としての連帯感を味わ
わせるとともに，友達を大切にしていこうとする態度を育てるようにした。

２ 実践の内容
（１）実践について

絵本『ともだち』（谷川俊太郎・文 玉川大学出版部・刊）は，「友達」について，
様々な場面や例を通して考えさせる内容である。この絵本をもとにして作成した劇「と
もだち」を演じることで，「友達とはどんなものか」や「人間関係で大切なことは何
か」等について考えることができる。

（２）指導計画

時間 学習活動 ねらい 留意点等

２～３人のグルー 友達とのよりよい関係に ・絵本のどの文を劇にする
プで絵本『ともだち』 ついて考えを深め，劇を演 かあらかじめ選んでお

１ に合う短い劇をつく じたいという意欲を高め く。
る。 る。

劇の配役を決めた 劇の発表に向けて，練習 ・練習では，児童のアイデ
り，グループごとに や準備をし，いい劇にする アや工夫を劇の中に取り
練習をしたりする。 ために協力していこうとす 入れ，自分たちで作り上

４ また，必要に応じて る態度を育てる。 げているという意識をも
小道具を準備する。 つことができるようにす

る。

人権集会で劇を上 劇の上演を通して，クラ ・劇を観た児童等に用紙を
演する。 スのまとまりを実感させ， 配付し，感想の記入を依

１ 仲間としての連帯感をはぐ 頼しておく。
くむ。 ・事後指導のために劇をビ

デオ撮影しておく。
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劇
の
事
後
指
導

上演した劇のビデ 上演したことへの達成感 ・校内の環境づくりのため
オを視聴し，なかよ を味わわせ，友達を大切に に，作成した標語は教室

１ し標語を作成する。 して生活していこうとする 等に掲示する。
態度を育てる。

（３）事前指導

絵本『ともだち』を読み，それをもとにした劇をつくることで，友達
目標 とのよりよい関係について考えを深めたり，劇を演じたいという意欲を

高めたりする。

学習活動 教師の支援 準備物

１ 「ともだちっていっし ○ 児童の多様な意見を板書すること
ょに たくなるひと」 によって，「友達」についてのイメ
の の中に入る言葉を ージを広げることができるようにす
考える。 る。

２ 絵本『ともだち』を読 ○ 児童を教師の近くに集め，読み聞
み，感想を発表する。 かせをすることにより，集中して聞

くことができるようにする。
○ 学習活動１で考えた の中の

言葉は，絵本では「かえりたくなる
ひと」であることを確認する。

３ 絵本の内容を短い劇で ○ ２～３人のグループをつくり，劇 劇にする文
表現する。 にする文を割り振り，グループで劇 を書いたカ

を考えるよう指示する。 ード
○ 劇にする文は，児童の実態に合わ

せあらかじめ絵本から選んでカード
に書いておく。

劇にする文の例

・ともだちならたんじょうびをおぼえていよう
・ひとりではできないこともともだちとちからをあわせればできる
・なかまはずれにされたらどんなきもちかな 等

○ 「ともだちっていっしょにかえり
たくなるひと」を例にとって，教師
と代表児童で文に合う劇をし，児童
が活動の見通しをもちやすくする。

○ 空き教室等，練習に必要な場所を
確保しておき，児童の意欲的な活動
を促す。

４ 考えた劇をグループご ○ 児童それぞれが劇で自己表現でき
とに発表する。 たことを賞揚し，劇への意欲を高め

る。
５ 次時の活動を知る。 ○ グループごとに考えた劇をつなげ

てクラスの劇にして人権集会で発表
することを告げ，次時は準備や練習
をすることを知らせる。
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（ ４ ） 児 童 が つ く っ た 劇 を も と に 作 成 し た シ ナ リ オ

脚 本 『 と も だ ち 』

（ 谷 川 俊 太 郎 ・ 文 玉 川 大 学 出 版 部 ・ 刊 『 と も だ ち 』 か ら 太 字 部 分 は 引 用 ）

児 童 は 、 全 員 舞 台 に 立 っ て い る 。 太 字 部 分 は 、 自 分 の 場 所 で 言 う 。 そ の 他 は 、 前 に 出

て 演 技 す る 。

１ と も だ ち 。 舞 台 図

全 と も だ ち 。

２ い っ し ょ に 帰 ろ う 。

３ う ん 、 帰 ろ う 。

４ と も だ ち っ て い っ し ょ に か え り た く な る ひ と 。

５ 今 日 は 、 た ん じ ょ う 日 だ ね 。 お め で と う 。

６ お ぼ え て い て く れ て 、 あ り が と う 。

７ と も だ ち な ら た ん じ ょ う び を お ぼ え て い よ う 。

８ か ぜ を ひ い た の か い 、 だ い じ ょ う ぶ ？

９ あ り が と う 。

と も だ ち な ら び よ う き の と き は お み ま い に い こ う 。1
0

こ の 本 か し て く れ て あ り が と う 。1
1

ど う い た し ま し て 。 わ た し も 、 こ の 本 か し て く れ て あ り が と う 。1
2

ど う い た し ま し て 。1
1

と も だ ち な ら か り た も の は き ち ん と か え そ う 。1
3

う ー ん 、 重 た い な あ 。1
4

て つ だ う よ 。1
5

ひ と り で は も て な い お も い も の も ふ た り で な ら も て る 。1
6

あ 、 せ な か が か ゆ い 。1
7

か い て あ げ る よ 。1
8

ひ と り で は と ど か な い せ な か も と も だ ち が い れ ば か い て く れ る 。1
9

つ ま ら な い な あ 。2
0

い っ し ょ に し よ う よ 。2
1

ひ と り で は つ ま ら な い こ と も ふ た り で や れ ば お も し ろ い 。2
2

（ ・ ・ ・ ・ 組 体 操 を す る 。 ）2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

ひ と り で は で き な い こ と も と も だ ち と ち か ら を あ わ せ れ ば で き る 。2
8

ド ッ ジ ボ ー ル し よ う よ 。2
9

い い ね 。3
0

し よ う 、 し よ う 。3
1

ぼ く も 入 れ て よ 。3
2

（ ・ ・ 無 視 を し て 、 行 っ て し ま う 。 ）2
9

3
0

3
1

（ さ み し そ う に 下 を 向 い て い る 。 ）3
2

な か ま は ず れ に さ れ た ら ど ん な き も ち か な 。3
3

（ た く さ ん の 荷 物 を 持 っ て 歩 い て く る 。 荷 物 を 落 と し て し ま う 。 ）3
4

ド ジ だ な あ 。 （ 笑 う 。 ）3
5
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ほ ん と 、 ド ジ だ ね 。3
6

し っ ぱ い を わ ら わ れ た ら ど ん な き も ち か な 。3
7

（ ・ 楽 し そ う に 話 を し て い る 。 が 歩 い て く る 。 ）3
8

3
9

4
0

（ ・ は を 見 る と 、 急 に 声 を ひ そ め て 、 な い し ょ 話 を す る 。 ）3
8

3
9

4
0

（ さ み し そ う に 歩 い て い く 。 ）4
0

な い し ょ ば な し を さ れ た ら ど ん な き も ち か な 。4
1

今 度 の 学 級 遊 び は 、 お に ご っ こ が い い よ 。4
2

そ れ も い い け ど 、 サ ッ カ ー の 方 が お も し ろ い よ 。4
3

じ ぶ ん の い い た い こ と は は っ き り い お う 。 あ い て の い う こ と は4
4

よ く き こ う 。

（ ・ が を 押 し て い る 。 は い や が っ て い る 。 ）4
5

4
6

4
7

4
7

け ん か は し た っ て い い 、 で も ひ と り を た く さ ん で い じ め る の は ひ き ょ4
8

う だ 。

（ が 立 っ て い る 。 が 歩 い て 行 く 。 ）5
0

4
9

（ に 向 か っ て ） こ の 前 は 、 い や な こ と を 言 っ て ご め ん ね 。4
9

5
0

う ん 、 い い よ 。5
0

な か な お り す る に は け ん か す る の と お な じ く ら い の ゆ う き が い る 。5
1

だ け ど わ る か っ た と お も っ た ら 「 ご め ん ね 。 」 と あ や ま ろ う 。

わ た し は 、 バ レ ー ボ ー ル が 好 き 。5
2

わ た し は 、 編 み 物 が 好 き 。5
3

す き な も の が ち が っ て も と も だ ち は と も だ ち 。5
4

ハ ロ ー 。5
5

こ ん に ち は 。5
6

（ 言 葉 が 通 じ な い の で 、 が 一 緒 に キ ー ボ ー ド を 弾 こ う と い う 身 振 り を す る 。 ）5
6

（ 二 人 で キ ー ボ ー ド を 弾 く 。 ）

こ と ば が つ う じ な く て も と も だ ち は と も だ ち 。5
7

（ 犬 の 役 ） ワ ン ワ ン 。5
8

よ し よ し 。 （ い っ し ょ に 走 っ て い く 。 ）5
9

に ん げ ん じ ゃ な く て も と き に は と も だ ち 。6
0

だ れ だ っ て ひ と り ぼ っ ち で は い き て ゆ け な い 。6
1

全 だ れ だ っ て ひ と り ぼ っ ち で は い き て ゆ け な い 。

と も だ ち っ て す ば ら し い 。6
2

全 と も だ ち っ て す ば ら し い 。

歌 『 友 だ ち 』 作 詞 ・ 作 曲 秋 間 ゆ う 子

１ き み の こ と し ら な か っ た よ お な じ こ の み ち か よ う の に

き み の こ と し ら な か っ た よ で も き ょ う か ら と も だ ち だ ね

わ ら う と き た べ る と き は し る と き う た う と き

い っ し ょ に す ご す い ろ ん な と き が と て も た の し み だ ね

２ き み の こ と し ら な か っ た よ お な じ に わ で あ そ ぶ の に

き み の こ と し ら な か っ た よ で も き ょ う か ら と も だ ち だ ね

さ み し い と き く や し い と き た の し い と き う れ し い と き

い っ し ょ に す ご す い ろ ん な と き が と て も た の し み だ ね
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（５）事後指導

自分たちが演じた劇をビデオで視聴したり，劇を観た他学年児童の感

目標
想を聞いたりして，上演したことへの充実感を味わわせるとともに，「と
もだち」を頭文字にしたなかよし標語を作り，友達を大切にして生活し
ていこうとする態度を育てる。

学習活動 教師の支援 準備物

１ 演じた劇のビデオを視 ○ 他の学年の児童や教員からの劇を
聴する。 みた感想を紹介し，劇に取り組んだ

ことへの充実感を味わうことができ
るようにする。

２ 「と・も・だ・ち」を ○ 「と・も・だ・ち」が頭文字にな ワークシート
頭文字にしたなかよし標 る言葉や文をできるだけ多く書き出 （グループ用）
語を作る。 せるよう，グループごとにワークシ

ートを配付する。
例・となりにいてくれると もりもり元気がわいてくる だけどけん

かしたときは ちゃんとあやまってなかなおり
・とんだりはねたり走ったり もっといっぱいあそぼうよ だんし

も女子もいっしょなら ちょっとうれしくなるんよ
○ 言葉や文を思いつかないグループ

には，演じた劇のシナリオの中に合
う言葉がないか探したり，国語辞典
を活用したりするよう助言する。

○ 標語ができあがったグループには， 標語カード
カードに標語を書かせるとともに，
どんな気持ちを表した標語なのかワ
ークシートに記入させ，スムーズに
発表できるようにする。

３ 作ったなかよし標語を ○ グループの代表に標語と標語に託
発表する。 した気持ちを発表するよう指示する。

○ 発表の後に，教師がそれぞれの標
語の良いところをコメントする。

４ 標語を作った感想を書 ○ 感想を発表させ，それぞれが一生 ワークシート（個人用）
く。 懸命考えることができたこと，グル

ープで協力して活動できたことを賞
揚する。

○ できた標語は教室や廊下に掲示す
ることを告げる。

３ 実践を振り返って
本実践を通して，児童は，普段何気なく接している「友達」という存在について改

めて考え，その大切さに気付くことができた。また，他の学年の児童や教員からも「大
きな声でせりふが言えていた」，「友達について考えさせられた」等の感想をもらい，
達成感を味わわせることもできた。さらに，なかよし標語を作成し掲示することによ
って友達を大切にしようとする雰囲気をつくることができたと思われる。

事前，事後指導を行ったことで，友達との関係について深く考え，友達同士助け合
おうとする姿が以前より増えたことから，友達を大切にしようとする意識が高まった
ように思う。

今後は，人権劇の取組を人権教育年間指導計画の中に効果的に位置付け，他の取組
との関連を一層図るとともに，学校における人権教育全体の中での意義を明確にして
取り組んでいくことが大切であると考えている。
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【 参 考 資 料 】

脚 本 『 ど う し た ら い い の か な 』

ア 劇 に つ い て

学 校 生 活 等 で 、 ど の よ う に す れ ば 、 気 持 ち よ く 生 活 で き る の か と い う こ と に つ

い て 考 え さ せ る 劇 で あ る 。 四 年 生 が 人 権 集 会 で 発 表 し た 劇 を も と に し て い る 。

イ 脚 本
登 場 人 物 ・ 人 権 博 士 ・ 巻 き 戻 し マ ン

場 面 ① 子 ど も １ ～ ３ 場 面 ② 子 ど も ４ ～ ６ 場 面 ③ 子 ど も ７ ・ ８

場 面 ④ 子 ど も ９ ～ 場 面 ⑤ 子 ど も ～1
1

1
2

1
5

場 面 ① （ 教 室 ）

１ 起 立 。 こ れ か ら 、 人 権 の 勉 強 を 始 め ま す 。 気 を 付 け 、 礼 、 着 席 。

人 権 博 士 わ た し は 、 人 権 博 士 。 さ あ 、 み な さ ん 。 人 権 っ て 何 で し ょ う 。

２ う ー ん 、 何 の こ と だ ろ う 。

３ よ し 、 国 語 辞 典 で 調 べ て み よ う 。

３ あ っ た ぞ 、 人 間 が 生 ま れ な が ら に し て も っ て い る 、 人 と し て の 権 利 。

２ ま だ 、 よ く わ か ら な い な あ 。

人 権 博 士 そ れ は 、 み ん な が 楽 し く 元 気 に 生 活 で き る と い う こ と だ よ 。

１ そ の た め に は 、 ど ん な こ と が 大 切 な ん で す か 。

人 権 博 士 い い 質 問 だ ね え 。 そ れ じ ゃ あ 、 今 日 は 、 み ん な が 楽 し く 元 気 に 生 活 す る た め に

大 切 な こ と に つ い て 、 勉 強 し て い こ う 。

１ ～ ３ は ー い 。

場 面 ② （ 給 食 ）

４ お な か 、 す い た ー 。

５ 給 食 だ ー 。

６ 手 を 合 わ せ ま し ょ う 。 い た だ き ま ー す 。

４ ・ ５ い た だ き ま ー す 。

（ ４ 給 食 を 床 に 落 と す 。 ５ ・ ６ 知 ら ん 顔 で 給 食 を 食 べ て い る 。 ）

人 権 博 士 減 点 １ 。 困 っ て い る 人 が い た ら 、 ど う し た ら い い の か な 。 や り な お し ！

（ 巻 き 戻 し マ ン 、 『 ま き も ど し 』 と 書 か れ た 札 を 持 っ て 通 り 過 ぎ る 。 ）

４ お な か 、 す い た ー 。

５ 給 食 だ ー 。

６ 手 を 合 わ せ ま し ょ う 。 い た だ き ま ー す 。

４ ・ ５ い た だ き ま ー す 。

（ ４ 給 食 を 床 に 落 と す 。 ５ ・ ６ す ぐ に 片 付 け を 手 伝 う 。 ）

人 権 博 士 Ｏ Ｋ 。 困 っ て い る 人 が い た ら 、 助 け よ う 。

場 面 ③ （ あ い さ つ ）

７ （ 下 を 向 い て 、 暗 く 登 場 ）

８ （ 明 る く 元 気 に 登 場 ） お は よ う ！

７ ・ ・ ・ ・ ・ （ だ ま っ て 、 下 を 向 い て 通 り す ぎ る 。 ）

人 権 博 士 減 点 １ 。 あ い さ つ は 、 元 気 に す る も の だ よ 。 や り 直 し 。

（ 巻 き 戻 し マ ン 、 『 ま き も ど し 』 と 書 か れ た 札 を 持 っ て 通 り 過 ぎ る 。 ）

７ （ 明 る く 元 気 に 登 場 ） お は よ う ！

８ （ 明 る く 元 気 に 登 場 ） お は よ う ！

人 権 博 士 Ｏ Ｋ 。 元 気 に あ い さ つ す る と 、 気 持 ち が い い ね え 。
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場 面 ④ （ 遊 び ）

９ ド ッ ジ ボ ー ル し よ う ！

し よ う 、 し よ う 。1
0

（ つ ま ら な そ う に 歩 い て い く 。 ９ ・ は 、 に 気 付 か な い で 遊 ん で い る 。 ）1
1

1
0

1
1

人 権 博 士 減 点 １ 。 一 人 ぼ っ ち の 人 は い な い か 、 気 を 付 け よ う 。 や り 直 し 。

（ 巻 き 戻 し マ ン 、 『 ま き も ど し 』 と 書 か れ た 札 を 持 っ て 通 り 過 ぎ る 。 ）

９ ド ッ ジ ボ ー ル し よ う ！

し よ う 、 し よ う 。1
0

（ 、 つ ま ら な そ う に 歩 い て い く 。 ）1
1

９ ド ッ ジ ボ ー ル 、 や ら な い ？

い っ し ょ に し よ う よ 。1
0

（ 明 る く ） う ん 、 す る よ 。1
1

人 権 博 士 Ｏ Ｋ 。 遊 び に は 、 ど ん ど ん 誘 っ て 、 一 人 ぼ っ ち を な く そ う 。

場 面 ⑤ （ 全 員 集 合 ）

困 っ て い る 人 は 、 助 け よ う ！1
2

全 員 困 っ て い る 人 は 、 助 け よ う ！

あ い さ つ は 、 元 気 に し よ う ！1
3

全 員 あ い さ つ は 、 元 気 に し よ う ！

遊 び に は 、 ど ん ど ん 誘 お う ！1
4

全 員 遊 び に は 、 ど ん ど ん 誘 お う ！

人 権 博 士 楽 し く 元 気 な ○ ○ 小 学 校 に し よ う ！

全 員 楽 し く 元 気 な ○ ○ 小 学 校 に し よ う ！

こ れ で 劇 を 終 わ り ま す 。 気 を 付 け 、 礼 。1
5

脚 本 『 い じ め に つ い て 考 え よ う 』

ア 劇 に つ い て

身 近 な い じ め に つ い て 考 え る こ と が で き る よ う に し た 劇 で あ る 。 集 会 委 員 会 の

児 童 （ ５ ・ ６ 年 ） と 相 談 し な が ら 脚 本 を 作 り 、 人 権 集 会 で 発 表 し た 劇 を も と に し

て い る 。

イ 脚 本
登 場 人 物 ・ け ん じ ・ り ょ う た ・ し ん い ち ・ と も き ・ な お と ・ り ゅ う

・ さ ち こ ・ み か ・ り え ・ ま さ み

さ ち こ 今 日 は 、 私 た ち が 、 い じ め に つ い て 考 え た 劇 を 発 表 し ま す 。

（ み か ・ り え ・ ま さ み 、 お 知 ら せ の 紙 を 持 っ て 通 り す ぎ る 。 お 知 ら せ に は

『 こ の 劇 は フ ィ ク シ ョ ン （ 作 り 話 ） で あ り 、 本 当 の 学 校 や 人 と は 関 係 あ り ま

せ ん 。 』 と 書 い て あ る 。 ）

（ け ん じ 、 歩 い て く る 。 り ょ う た ・ し ん い ち ・ と も き ・ な お と ・ り ゅ う 、 反

対 か ら 歩 い て く る 。 ）

（ り ょ う た が わ ざ と け ん じ の 正 面 に 立 ち 、 行 く 手 を さ え ぎ る 。 ）

り ょ う た ど け よ 、 う ぜ ー ん だ よ 。 （ け ん じ の 肩 を 押 す 。 ）

け ん じ な ん で 、 そ ん な こ と す る ん だ よ 。

し ん い ち う る せ ー 。

と も き い じ め ら れ る 方 が 悪 い ん だ よ 。
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り ょ う た お ま え 、 む か つ く ん だ よ 。

（ み ん な で 、 け ん じ を い じ め る 。 ）

な お と ざ ま ー み ろ 。

（ け ん じ 、 に ら み か え す 。 ）

り ゅ う な ん だ よ 。 な に も で き な い く せ に 。

り ょ う た く や し い ん な ら 、 か か っ て こ い よ 。

（ け ん じ 、 ピ ス ト ル を 取 り 出 す 。 ）

（ り ょ う た ・ し ん い ち ・ と も き ・ な お と ・ り ゅ う が 、 え ー と お ど ろ く 。 ）

し ん い ち や め ろ 。

と も き や め て く れ 。

け ん じ 今 ま で 、 よ く も い じ め て く れ た な 。

な お と う た な い で く れ ！

（ り ょ う た ・ し ん い ち ・ と も き ・ な お と ・ り ゅ う 、 床 に ふ せ る 。 ）

り ゅ う い じ め な ん か 、 し な き ゃ あ よ か っ た 。

五 人 助 け て ！ 。

（ け ん じ 、 ピ ス ト ル を か ま え て ポ ー ズ を と る 。 ）

け ん じ 正 義 は 、 必 ず 勝 つ 。

（ さ ち こ ・ み か ・ り え ・ ま さ み 、 出 て く る 。 ）

み か や め 、 や め 。

り え だ め だ よ 。 こ ん な 劇 。

（ り ょ う た ・ し ん い ち ・ と も き ・ な お と ・ り ゅ う 、 起 き 上 が る 。 ）

り ょ う た な ん で だ よ 。

し ん い ち う ま く い っ て た の に 。

と も き 止 め る な よ 。

ま さ み ピ ス ト ル で い じ め を 解 決 す る な ん て 、 絶 対 だ め よ 。

な お と い い じ ゃ な い か 。

り ゅ う い じ め を し た ら 、 や り 返 さ れ る っ て こ と を 教 え て る ん だ か ら 。

さ ち こ だ め よ 。 や ら れ た ら や り 返 す ん じ ゃ 、 解 決 に な ら な い わ よ 。 そ れ に こ の 劇 は

小 さ い 子 だ っ て み て る ん だ か ら 。

み か （ 客 席 を 向 い て ） よ い 子 の み な さ ん は 、 絶 対 に マ ネ を し な い で く だ さ い ね 。

し ん い ち ま ね な ん か 、 す る か 。

り え と に か く 、 こ ん な 劇 を し ち ゃ あ だ め よ 。

と も き そ う か な 。

ま さ み 私 た ち が 、 考 え た 劇 が あ る ん だ 。

さ ち こ こ れ を し ま し ょ う 。 （ さ ち こ 、 台 本 を 配 る 。 ）

（ け ん じ ・ り ょ う た ・ し ん い ち ・ と も き ・ な お と ・ り ゅ う 、 台 本 を 読 ん で ）

六 人 は ー い 。

（ 全 員 、 横 に 入 る 。 ）

（ し ん い ち 、 『 シ ョ ー ト ド ラ マ １ な い し ょ 話 』 と 書 い た プ ラ カ ー ド を 持 っ

て 出 て く る 。 ）

し ん い ち シ ョ ー ト ド ラ マ １ な い し ょ 話

（ さ ち こ ・ み か ・ り え 、 楽 し そ う に 話 を し て い る 。 ）

さ ち こ （ Ｃ Ｄ を 見 せ な が ら ） 今 度 の 新 曲 っ て い い よ ね 。

み か 私 も 買 っ た よ 。

り え ほ ん と ？ 貸 し て 。

（ ま さ み が 歩 い て く る 。 三 人 、 急 に 声 を 小 さ く し て な い し ょ 話 を す る 。 ま さ

み 、 さ み し そ う に 通 り す ぎ る 。 ）
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（ け ん じ 、 『 シ ョ ー ト ド ラ マ ２ 物 か く し 』 と 書 い た プ ラ カ ー ド を 持 っ て 出

て く る 。 ）

け ん じ シ ョ ー ト ド ラ マ ２ 物 か く し

（ り ょ う た 、 机 を 運 ん で く る 。 机 の 上 に は 、 教 科 書 が 置 い て あ る 。 机 を 置 い

た ら 、 横 に 入 る 。 ）

（ と も き ・ な お と ・ り ゅ う 、 楽 し そ う に 入 っ て く る 。 ）

り ゅ う り ょ う た 、 教 科 書 置 い た ま ま に し て る よ 。

な お と お も し ろ い こ と 、 し ち ゃ お う ぜ 。 （ り ょ う た の 教 科 書 を か く す 。 ）

と も き そ ん な こ と し て い い の か ？

な お と な い し ょ だ ぜ 。

（ り ょ う た 、 入 っ て く る 。 ）

り ょ う た あ れ 、 ぼ く の 教 科 書 知 ら な い ？

三 人 知 ら な い よ 。

（ り ょ う た 、 教 科 書 を 探 す 。 三 人 、 そ れ を 見 な が ら 、 く す く す 笑 っ て い る 。 ）

（ し ん い ち 、 『 シ ョ ー ト ド ラ マ ３ 遊 び 』 と 書 い た プ ラ カ ー ド を 持 っ て 出 て

く る 。 ）

し ん い ち シ ョ ー ト ド ラ マ ３ 遊 び

（ み か ・ り え ・ ま さ み 、 ボ ー ル を 持 っ て 出 て く る 。 バ レ ー ボ ー ル の パ ス を 始

め る 。 さ ち こ 、 一 人 で 出 て く る 。 ）

さ ち こ （ み か に 向 か っ て ） 私 も 入 れ て 。

み か り え ち ゃ ん に き い て よ 。

さ ち こ （ り え に む か っ て ） 私 も 入 れ て 。

り え ま さ み ち ゃ ん に き い て よ 。

さ ち こ （ ま さ み に む か っ て ） 私 も 入 れ て 。

ま さ み （ だ ま っ て い る 。 ）

（ さ ち こ 、 さ み し そ う に 去 っ て い く 。 ）

（ 全 員 出 て く る 。 ）

み か こ ん な こ と っ て あ る よ ね 。

り ょ う た あ る あ る 。

な お と さ れ た ほ う は す ご く い や だ よ ね 。

さ ち こ 劇 っ て わ か っ て て も 、 と っ て も い や だ っ た わ 。

し ん い ち わ か る 。 わ か る 。

み か じ ゃ あ 、 こ ん な こ と を な く す た め に は ど う し た ら い い ん だ ろ う 。

と も き み ん な が す る か ら 自 分 も す る っ て い う の は 絶 対 だ め だ と 思 う 。

な お と し た ら い け な い こ と を す る 人 が い た ら 、 や め ろ っ て 勇 気 を 出 し て 言 わ な い と

い け な い と 思 う 。

り え で も 、 な か な か 言 え な い よ ね 。

ま さ み み ん な で 、 勇 気 を 出 し て 言 う こ と が 大 切 だ と 思 う 。

り ゅ う そ う だ ね 。

け ん じ も し も 、 悪 い こ と を し た と 思 っ た ら 、 き ち ん と あ や ま ら な い と い け な い ね 。

り ゅ う 自 分 の 中 の 弱 い 気 持 ち と 戦 う こ と が 大 切 だ と 思 う 。

み か ね え 、 男 子 が 初 め に や っ て た 劇 、 も う 一 度 や ら な い 。

り ょ う た え ー 。 あ の 劇 、 だ め だ っ て 言 っ て た じ ゃ な い か 。

み か だ か ら 内 容 を か え て や る の よ 。

ま さ み そ れ い い ね 。 ち ょ っ と 台 本 か し て 。 （ 台 本 の セ リ フ を 修 正 し 台 本 を み ん な に
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配 る 。 ） こ れ で ど う ？

な お と う ん 、 い い じ ゃ ん 、 こ れ や っ て み よ う ぜ 。 な あ 。

（ 全 員 、 う な づ い た り 、 親 指 を 立 て た り し て 同 意 す る 。 ）

（ け ん じ 、 歩 い て く る 。 り ょ う た ・ し ん い ち ・ と も き ・ な お と ・ り ゅ う 、 反

対 か ら 歩 い て く る 。 ）

（ り ょ う た が わ ざ と け ん じ の 正 面 に 立 ち 、 行 く 手 を さ え ぎ る 。 ）

り ょ う た ど け よ 、 う ぜ ー ん だ よ 。 （ け ん じ の 肩 を 押 す 。 ）

け ん じ な ん で 、 そ ん な こ と す る ん だ よ 。

し ん い ち う る せ ー 。

と も き い じ め ら れ る 方 が 悪 い ん だ よ 。

り ょ う た お ま え 、 む か つ く ん だ よ 。

（ み ん な で 、 け ん じ を い じ め る 。 な お と だ け は う つ む き 考 え て い る 様 子 。 ）

な お と も う や め よ う ぜ 。

り ゅ う な お と 、 ど う し ち ゃ っ た ん だ よ 。

な お と お れ 、 や っ ぱ 、 い じ め っ て や っ ち ゃ だ め だ と 思 う ん だ 。

し ん い ち な お と 、 お お げ さ だ よ 。 こ れ は 、 あ 、 そ 、 び 、 だ っ て 。

り ょ う た な お と 、 そ ん な こ と 言 っ て る と 、 今 度 は な お と を ・ ・ ・ ・ 。

な お と 今 度 は お れ を い じ め る っ て 言 う の か ？ こ ん な の お か し い よ 。

り ゅ う ぼ く も ・ ・ ・ ぼ く も や っ ぱ り い じ め は い け な い と 思 う 。 な お と が 勇 気 を 出 し

て 言 っ て く れ た か ら ぼ く も 言 う よ 。 い じ め は や め よ う 。

（ 男 子 全 員 、 そ の 場 で う つ む く 。 女 子 全 員 、 舞 台 に 出 て 正 面 を 向 く 。 ）

さ ち こ い じ め は 絶 対 に 許 さ れ る こ と で は あ り ま せ ん 。

み か 軽 い 気 持 ち で ふ ざ け て や っ て い る こ と が 、

り え 相 手 の 心 を 傷 付 け 、 苦 し み を 与 え る こ と も あ り ま す 。

ま さ み 自 分 が 同 じ こ と を さ れ た ら ど ん な に つ ら い か 、

け ん じ 相 手 の 立 場 に な っ て 考 え て く だ さ い 。

り ゅ う い じ め を 見 て 見 ぬ ふ り を す る こ と も 、 い じ め を ひ ど く し て い き ま す 。

な お と ま わ り に い る 人 も 止 め る 勇 気 を も っ て ほ し い で す 。

と も き や め よ う 、 い じ め 。

全 員 や め よ う 、 い じ め 。

し ん い ち な く そ う 、 い じ め 。

全 員 な く そ う 、 い じ め 。

り ょ う た す と っ ぷ 、 い じ め 。

全 員 す と っ ぷ 、 い じ め 。

ウ 留 意 事 項

こ の 劇 を 上 演 す る 際 に は 、 次 の よ う な 点 に 留 意 す る 。

○ い じ め を 受 け て い た 児 童 、 い じ め を 受 け て い る 児 童 が い る こ と も 考 え ら れ

る 。 劇 を 上 演 す る こ と で そ う し た 児 童 が つ ら い 思 い を す る こ と が な い よ う

十 分 配 慮 す る 。

○ 演 じ る 児 童 が 、 本 当 に 「 い じ め っ 子 」 「 い じ め ら れ っ 子 」 と 思 わ れ な い よ

う に す る 。
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【中学校】

みんなが安心して生活できる学校を目指して
～生徒会による人権スローガン・シンボルマークの作成を通して～

１ はじめに
人権教育を効果的に推進していくためには，自分や他の人の大切さを認め合えるよ

うな雰囲気づくりが大切である。そのためには，環境整備を進め，日ごろから人権学
習に親しむ機会を提供していくとともに，生徒が豊かな人間関係を通して，自らが一
人の人間として大切にされているという実感をもつことができるように，また，自分
や他の人を尊重しようとする感覚や仲間としての連帯感，自尊感情をはぐくんでいく
ことができるように支援していくことが必要である。

そこで，各教科，道徳，学級活動，総合的な学習の時間等の人権にかかわる学習と
併せて，生徒会を中心とした生徒の主体的な活動を通して，人権スローガンやシンボ
ルマークの作成に取り組んだ。また，作成の過程で，人権にかかわる身近な課題につ
いて，みんなの問題として解決していくことができるようクラスでしっかりと話し合
う機会を設けるなど，人間関係づくりにも取り組み，学校が生徒にとって安心して過
ごせる場となるような環境づくりを進めた。

２ 実践の内容
（１）活動計画

時間 活動内容 ねらい 留意点等

ア 学校生活アンケート 生徒の実態及び人権 ・［第三次とりまとめ］
５ を実施する。 にかかわる課題を把握 実践編（Ｐ13～Ｐ15）
月 する。 【事例３】のアンケー

トの項目例を参考にす
ることもできる。

イ 「いじめについて考 人権標語を作成・掲 ・５月に実施した学校生
６ える週間」の取組とし 示することで，生徒の 活アンケートの結果を
月 ２ て，全校生徒が縦割り 人権意識を高める。 活用し，いじめを身近

班に分かれ，班ごとに な問題として考えるこ
人権標語を作成する。 とができるようにする。

ウ 生徒会のリーダー研 人権が尊重される学 ・生徒の意見をできるだ
８ 修会で，ワークショッ 校づくりに向けて，生 け学校の取組に反映さ
月 １ プ「みんなが安心して 徒会を中心に学校全体 せることで主体的な参

学校生活を送るために」で取り組んでいこうと 加を促す。
を実施する。 する意欲を育てる。

エ クラスの人権スロー 学校生活アンケート ・スローガン作成の意義
11 ガンを作成し，12月の の結果をもとに人権ス を理解することができ
月 ２ 「人権週間」の取組と ローガンを作成するこ るよう，事前にクラス

して，人権集会で発表 とで，課題解決への意 の課題やその解決方法
する。 欲を高める。 について話し合う。

31 32



オ 生徒会で学校の人権 人権スローガン及び ・各クラスの思いや願い
スローガン及びシンボ シンボルマークの作成 を生かしたスローガン

12 ルマークを作成し，校 ・掲示を通して，みん を作成する。
月 内に掲示する。 なで人権について考 ・シンボルマークは，全

えていこうとする雰 校生徒からアイディア
囲気づくりをする。 を募集する。

カ 地域の文化センター 積極的に地域へ情報 ・掲示物に写真・氏名等
の掲示板を利用し，学 発信することで，学校 を掲載する場合，個人

通 校における人権教育の での人権教育に対する 情報の保護に配慮する。
年 取組を広く紹介する。 家庭・地域等の理解を ・掲示物の文字を大きく

促進する。 するなど，だれもが分
かりやすい掲示を心掛
ける。

（２）活動内容
ア 学校生活アンケートの実施

年度当初に，中学校生活について，「学校生活が楽しいですか。」「身のまわり
にいじめと思われるようなことがありますか。」「みんなが安心して生活できる
学校にするためにどんなことをしたらよいですか。」といった内容で，全校生徒
を対象に記述式の学校生活アンケートを実施した。

その結果，学校生活を楽しく過ごすことができているという生徒がほとんどで
あったが，友達から悪口を言われたり，無視されたりするといった人権にかかわ
る課題も明らかになった。

そして，「みんなが安心して生活できる学校にするためにはどんなことをした
らよいですか。」という問いに対しては，人権標語をつくる，人権集会を開く等，
学校全体で取組をしてはどうかという意見が多かった。また，道徳や学級活動の
時間に人権にかかわる学習をするという意見も出された。

イ 人権標語の作成
学級委員会（各クラスの学級委員で構成）で学校生活アンケートの結果につい

て検討したところ，「人権にかかわる活動をみんなですれば互いのことを大切に
できるのでは。」という意見がまとまった。そこで，６月の「いじめについて考
える週間」の取組として，従来は一人ひとりが人権標語を作成していたものを，
今回は数人のグループをつくり，班員で協力して人権標語を作成することにした。

全校生徒を縦割りの班（５～６人）に分けて班活動を行い，人権標語を作成し
た。みんなで考え，つくり上げたという意識をもつことで，学校全体に人権を大
切にしようという気運がより高まると考えたからである。

各教室では，出来上がった標語をそれぞれの班が発表し，互いに意見交換を行
った。また，完成した標語は校内に掲示し，生徒が日々の学校生活の中で見て過
ごせるようにした。
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学級委員会でアンケート結果を検討 全校集会で人権標語の取組について説明

縦割り班による人権標語づくり

班で話し合い標語をまとめる 標語を清書し台紙にはる

班ごとに標語を発表し合う 班でつくった人権標語

準備物：説明の紙（「話し合い活動の進め方」） 学校生活アンケートの結果
筆記用具 画用紙等 記録用紙 サインペン のり はさみ
セロハンテープ
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＜話し合い活動の進め方＞

① 自己紹介をする。
② 役割を決める。（司会・記録）
③ 学校生活アンケートの結果について，感じたことや気付いたことを話し合

う。
④「みんなが安心して生活できる中学校にするために」というテーマで意見を

出し合い，班の思いや願いを人権標語としてまとめる。
まとめ方は，標語，川柳等，各班で工夫する。

⑤ 班でまとめたものを用紙に記入し，台紙にはる。
⑥ 記録用紙には班名と全員の名前を書き，みんなの意見や話し合ったことを

書く。
⑦ 標語が完成したら，班ごとに標語と標語に込められた思いや願いを発表し

合う。
⑧ 完成した標語と記録用紙を提出する。

レイアウトの例（標語を各班で二つ作成する場合）

○○班 班員の名前を記入

明るい笑顔 広
友 げ

明るいあいさつ 達 よ
の う

楽しい学校 輪

各班の人権標語を廊下に掲示
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ウ リーダー研修会の開催
夏休みに行われる，生徒会の本部役員と学級委員によるリーダー研修会の一つ

の講座として，「みんなが安心して学校生活を送るために，これからの生徒会活
動のなかでどんなことができるだろうか」というテーマでワークショップを行っ
た。この活動の中から，クラスごとに人権スローガンをつくり，人権集会で発表
しようという意見や，生徒会が中心となって学校全体の人権スローガンやシンボ
ルマークをつくろうという意見が出された。

＜ワークショップ「みんなが安心して学校生活を送るために」＞
活動（60分） 内容 準備物等

○班づくり １枚の絵を５～６枚に切り分けた紙を１ １枚の絵を５
（５分） 人に１枚ずつ配り，それを合わせて，絵が ～６枚に切り

完成したグループで５～６人の班をつくる。 分けたもの（班
の数）

○自己紹介 （例）自分のことについて，三つの事柄を
（５分） 紹介するが，一つはうその内容で，他の人

にそれを当ててもらうような方法もある。
○アクティビティ 学校生活アンケートの結果を踏まえなが 学校生活アン
「みんなが安心し ら，各班でみんなが安心して学校生活を送 ケートの結果
て学校生活を送る るために，生徒会・クラス・学年・学校全
ために」 体でどんなことができるか意見を出し合い 画用紙（台紙）

（20分） グルーピングする。（自分の意見を付せん と付せん紙（班
紙に記入し，台紙にはってグルーピングす の数）
る。）

（15分） 班でまとめた意見を発表し，全体で意見 模造紙（台紙）
をグルーピングする。（班でまとめた意見
を付せん紙に記入し，台紙にはってグルー
ピングする。）

○まとめ 活動を振り返って感想を書き，発表する。 まとめの用紙
（15分） ※全体でまとまった意見については，生徒

会の活動として実施を検討していくことを
確認する。
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＜生徒の感想＞
・初めは緊張していたけれど，グループづくりが楽しかったです。
・学校生活アンケートをもとに話し合ったので，全校生徒の意見を取り入れること

ができて良かったと思います。
・グループで分かれて話し合いができたので，自分の意見をたくさん出すことがで

きたし，まわりの人の意見をしっかり聞くことができました。
・みんなとこれからの生徒会の活動について話し合い，新しい活動を考えることが

できたので良かったです。それから，みんなの代表として中心になって活動を進
めていかなければいけないと思いました。

エ クラスの人権スローガンの作成
生徒会のリーダー研修会で出された意見を受けて，クラスで人権スローガンを

作成した。２時間の学級活動を行い，１時間目は学校生活アンケートをもとに，
クラスの課題を中心に話し合い活動を行った。２時間目はその話し合いをもとに，
スローガンづくりを行った。また，作成したスローガンは，その中に込められた
クラスの思いや願いとともに人権集会で発表した。また，スローガンは，玄関近
くにパネルを設置して展示し，生徒だけでなく，来校された保護者や地域の方に
も見てもらうことができるようにした。

クラスの課題について話し合う

クラスで人権スローガンを考える

人権集会でスローガンを発表

スローガンを掲示
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＜各クラスの人権スローガンとスローガンに込められた思い＞

１年○組 「つくりだそう みんな笑顔の Ｅｖｅｒｙ Ｄａｙ」
いじめは他人を思う気持ちを忘れていることから起きます。いじめをなくし，

毎日みんなが笑顔でいられるように努力をしていきたい，笑顔あふれるクラスを
つくりだしていきたいという気持ちで，このスローガンを決定しました。自分の
悩みや自分の気持ちを正直に話し合えるクラスにしていきたいと思います。

２年○組 「友達の 笑顔つくろう 一つでも」
「見渡そう まずは 自分の周りから」

いつもは気にかけていないから分からないかもしれないけれど，ちょっと気に
かけて見たら自分の周りにもいじめなどがあるかもしれません。自分の幸せをつ
くりだすためには，自分の友達を笑顔にすればいいと思います。だって，自分が
どんなにうれしいことがあっても友達が沈んでいたら自分もつらくなるからです。
自分の周りに笑顔を一つでもつくれたらいいなと思います。

３年○組 「あなたの勇気はあの子の希望」
「大丈夫 キミはぜったい ひとりじゃない」

私たち一人ひとりが，いじめのある世界にいるということを深く受け止め，こ
のスローガンを考えました。勇気をもっていじめをやめさせることは，いじめら
れている人にとって，すごく希望になると思います。また，いじめられても，キ
ミのことを信じてくれる人が絶対にいるから，自分はひとりぼっちだなんて考え
ないでほしいと思います。

オ 生徒会による人権スローガン及びシンボルマークの作成
人権集会後，生徒会の本部役員と学級委員が中心となって，生徒会としての人

権スローガンとシンボルマークを作成した。
人権スローガンは，各クラスの人権スローガンの内容や，その中に込められた

思いや願いをできるだけ反映させることができるように，何度も話し合いを重ね
て作り上げた。

シンボルマークは，生徒会が全校生徒に呼びかけて，アイディアを募集した結
果，校名の一文字をもとに，人が笑顔で互いに支え合っている姿を表現した作品
に決定した。

人権スローガンとシンボルマークは垂れ幕として制作し，２階のテラスに掲示
した。

シンボルマーク
人権スローガン・シンボルマークの垂れ幕完成
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カ 地域への情報発信
学校での人権教育に対する家庭・地域等の理解を促進するためには，家庭や地

域への情報発信に積極的に取り組むことが必要であると考え，地域の文化センタ
ーに中学校の掲示板を設置した。

掲示板には「お知らせコーナー」「中学校だよりコーナー」「行事コーナー」「人
権教育コーナー」の四つのコーナーを設けて，定期的に学校の様子や人権教育の
取組について紹介したり，行事等への参加の呼びかけを行ったりした。

地域の文化センターの玄関ロビーに設置された掲示板

中学校の掲示板

「人権講演会のお知らせ」を掲示
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３ 実践を振り返って
学校生活アンケートの結果をもとに，人権標語やクラスの人権スローガンをつくり，

人権集会を開催した。標語やスローガンの作成の過程においては，人権にかかわる身
近な課題についてしっかりと話し合う機会を設けることで，生徒は自分のこととして
考えることができ，望ましい人間関係づくりにもつながったと考える。

生徒会のリーダー研修会では，「みんなが安心して学校生活を送るために」という
テーマでワークショップを行い，人権スローガン・シンボルマークの作成や人権集会
の開催につなげることができた。学校の人権スローガンやシンボルマーク作成までに
至る活動は半年以上を要したが，生徒会を中心に，生徒が主体的に活動する機会を積
極的に設けたことで，生徒の自覚が高まり，人権を大切にしようという意欲を高める
ことができた。また，年間を通して，こうした取組を，各教科，道徳，特別活動等と
関連させることでより効果的に進めることができたと考える。

さらに，家庭・地域との連携を深めるために，地域の文化センターに学校の掲示板
を設け，積極的に情報を発信した。家庭や地域の中で，学校の人権教育について話題
に上がることが増え，学校行事等への参加人数も増えてきたことから，学校の人権教
育に対する地域の方々の関心が高まったことが伺える。

今後も，人権作品の制作・展示等を通して，望ましい人間関係づくりと学校全体の
雰囲気づくりの両面から，人権を尊重する環境づくりに向けて工夫・改善を続けてい
きたいと考える。
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【中学校】

ハンセン病療養所入所者の方との交流
～人間回復の橋を渡って～

１ はじめに
岡山県瀬戸内市の長島には「長島愛生園」と「邑久光明園」の二つのハンセン病療

養所があり，平成22年１月現在で，約540人の方が療養生活を送っている。長島愛
生園が日本最初の国立療養所として設立された昭和５年当時は，ハンセン病に対する
有効な治療法がなく，翌昭和６年には，患者を強制的に隔離することが法律によって
定められた。ハンセン病に対する偏見・差別はきわめて厳しいもので，昭和20年代
に薬剤によって治るようになった後も長く隔離が継続され，昭和63年に長島と本土
を結ぶ邑久長島大橋が開通するころに，ようやく一般社会との交流が行われるように
なった。邑久長島大橋は「人間回復の橋」とも呼ばれているが，実際には家族や親族
の受け入れはなかなか進まず，入所者自身の高齢化もあり，社会復帰は依然として困
難な状況にある。

学校におけるハンセン病学習において，資料や視聴覚教材を用いた学習と併せて，
入所者の方との交流を行うことも大切であると考える。学校でハンセン病学習に取り
組み，療養所入所者の方を招き交流の場を設けることで，ハンセン病に対する正しい
理解と認識を深めるとともに，学校全体でハンセン病について考えていこうとする雰
囲気をつくり出すことができると思われる。また，療養所を訪問し，交流体験を重ね
ることで，相手の立場に立って共感的に理解する力を身に付けさせ，望ましい人間関
係づくりにもつなげることができると考える。

２ 実践の内容
（１） 指導計画

時間 学習活動 ねらい 留意点等

資料や視聴覚教材を活 ハンセン病につい ・「人権学習ワークシート
１ 用して，ハンセン病やそ て正しく理解できる 集（上）」，ビデオ「人間

第 の歴史について学ぶ。 ようにする。 回復の橋，心のかけ橋と
一 なれ」，人権教育課ウェ
次 資料や視聴覚教材を 療養所入所者の方 ブページ等を活用する。

１ 活用して，療養所入所 の思いや願いを理解
者の方の思いにふれる。できるようにする。

ア 療養所入所者の方を 入所者の方との交 ・事前に質問事項を考えて
第 学校に迎えて直接話を 流を通して，ハンセ おく。
二 ２ 聞き，質問等をする。 ン病や入所者の方へ
次

の理解を深める。

イ これまで学習したこ 生徒主体で事前準 ・自分たちの思いを込めた
第

とから作文や新聞，詩 備を行い，療養所訪 作品制作など，内容につ
三 ２

や歌等をつくる。完成 問に向けて意識を高 いては，クラスごとに工
次

した歌や詩の朗読等の める。 夫する。
練習を行う。
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第 ウ 療養所を訪問し，入 療養所訪問を通し ・クラスに分かれてフィー
四 １ 所者の方から話を聞き，て，ハンセン病や入 ルドワークを行う。
次 日 施設等を見学する。 所者の方への理解を

深める。

ハンセン病学習を振 ハンセン病学習を ・お世話になった方に礼状
第 り返って作文にまとめ 振り返り，自分たち や感想文を送る。
五 １ る。お世話になった入 にできることは何か
次 所者の方に礼状を書く。考えることができる

ようにする。

（２） 実践の展開
ア 入所者の方を迎えての講演及び交流

入所者の方を学校に招き，入所者の方から話を聞き，質問に答えていただくな
ど，対話形式で交流を行う。司会・進行等は，療養所訪問に向けて組織した実行
委員会生徒が行う。

ａ 当日プログラム （会場：体育館，司会：実行委員生徒）

① 開会あいさつ（実行委員生徒）
② 校長先生の話
③ 講演者紹介（教員）
④ 講演（約40分）
⑤ 交流（質疑応答等）（約30分）
⑥ お礼のことば（実行委員生徒）
⑦ 記念品贈呈（実行委員生徒）
⑧ お礼のことば（教員）
⑨ 講演者退場
⑩ 閉会のあいさつ（実行委員生徒）

ｂ 対話の中から

Ｑ ハンセン病にかかっていると分かったときはどんな気持ちでしたか。

非常に悲しかった。家族から離されること，周囲から隔離されること
がとてもつらかった。実際に自分の周りにハンセン病にかかっている人
がいて，自分自身その人に対して差別的な態度をとっていた。いざ自分
がかかったことにより，どんな差別が待ち受けているのかと思うと，そ
れがつらかった。

Ｑ 一番つらかったことは何ですか。

入所させられる際，家族との関係を
絶たれること，隔離され消毒など受け
ること，島の外の人から差別を受ける
ことを考えるとつらかった。
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Ｑ 邑久長島大橋が完成したときどう思いましたか。

非常にうれしい思いだった。しかし反面複雑な思いもあった。今まで
隔離され差別されてきたものと，差別してきたものが，これから一緒に
なってやっていけるのかという不安があった。

＜生徒の感想＞

入所者の方の話を聞いて，私はとてもつらくなりました。それと同時に
人間が人間に対してこんなひどいことをしていたことは本当に怖いことだ
と思いました。

授業でも勉強しましたが，入所者の方たちは，強制的に療養所に入所さ
せられました。ハンセン病は恐ろしい伝染病と思われ，偏見と差別が一層
厳しくなりました。でもハンセン病は実際にはほとんど感染することはあ
りません。このことをだれもが正しく知っていたら，国は隔離政策を行う
こともなく，ハンセン病の方に対する接し方も違っていたと思います。

今でもまだ，回復者の方に対する偏見や差別があると聞き，とてもショ
ックでした。ある県のホテルで宿泊を断られたりすることもあったそうで
す。そのようなことをなくすのが，私たち国民の役目だと思います。ハン
セン病の正しい知識を勉強し，そのことを周りの人に伝えていくことは，
今からでも私たちにできることだと思いました。

イ 療養所訪問事前準備
ａ 実行委員会を組織（各クラスから生徒を募る。）

実行委員を中心に企画・運営し，生徒が主体的に活動できる場を提供する。
＜第１回実行委員会＞

・実行委員の役割確認
・実行委員長，副実行委員長決め（実行委員会の司会・運営等）
・ハンセン病学習の流れの確認

＜第２回実行委員会＞
・療養所訪問当日の日程確認
・出発式，解散式の係分担決め（司会・あいさつ・注意事項等）
・フィールドワーク，講演会の役割確認（入所者の方へのお礼など）
・クラスごとの事前準備内容の確認

ｂ クラスごとの事前準備
事前に学習したことから作文や新聞，詩や歌等をつくる。完成した歌や詩の

朗読等の練習を行う。内容等についてはクラスで工夫する。

・学習したことを作文にまとめる。（クラスの代表が納骨堂前で朗読する。
作文は文集にして，納骨堂前に供える。）

・学習したことを新聞にまとめる。（新聞は納骨堂前に供える。）
・詩や歌をつくる。（詩や歌は納骨堂前で朗読したり歌ったりする。）
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詩「これからの未来を生きていく私達には何ができるのだろう？」

ウ 療養所（長島愛生園）訪問
ａ 持って行く物

ナップサック，筆記用具，フィールドノート，昼食，水筒，
パンフレット「国立療養所長島愛生園歴史館」
（注）パンフレットは，事前に愛生園からいただき，フィールドマップと

しても利用する。

ｂ 当日の日程

時間 活動内容・留意点

８時４０分 ○ 生徒集合
・健康観察

○ 出発式（司会：実行委員生徒）
① 実行委員長あいさつ
② 校長先生の話
③ 注意事項
④ 諸連絡

９時 ○ バス学校出発

１０時 ○ 長島着

○ クラスに分かれてフィールドワーク（療養所職員・ボランティア
による解説，担任が同行）と入所者の方の講演会を行う。

＜クラス別コース＞
Ａ組 講演会・昼食（福祉会館） → 歴史館 → 園内見学
Ｂ組 講演会・昼食（福祉会館） → 園内見学 → 歴史館
Ｃ組 歴史館 → 園内見学 → 昼食・講演会（福祉会館）
Ｄ組 園内見学 → 歴史館 → 昼食・講演会（福祉会館）

※園内見学：収容さん橋→収容所跡→監房跡→納骨堂

（注）入所者の方の生活の場での研修ということを考えて行動する。
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≪フィールドワークのコースを巡る≫
（歴史館）

資料展示や映像等を通して，療養所の歴史について学ぶ。

（収容さん橋）

かつて，患者はここから上陸した。付き添いの家族も，この
さん橋までしか入ることを許されなかった。

（収容所跡）

入所の手続きが行われた場所。ここで，消毒風呂への入浴や
荷物の消毒なども行われた。

（監房跡）

厳しい園の規則を破った人や，逃走を試みた人々が監禁された。
現在は埋め立てられ，西側の外壁しか見ることができない。
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（納骨堂）

約3500柱もの遺骨が納められた納骨堂。クラスの代表が献花
を行うとともに，クラスでつくった文集や新聞を供えたり，詩を
朗読したりした。

１４時 ○ 長島出発

１５時 ○ 学校着

○ 解散式（司会：実行委員生徒）
① 校長先生の話
② 副実行委員長あいさつ
③ 諸連絡

＜生徒の感想＞

入所者の方から話を聞いて印象に残ったことは，入所者の方が思い出をたどる
ように話をしてくださったこと。あまり思い出したくないような，つらい思いを
したことばかりでなく，楽しかったことやうれしかったことの話もしてくださっ
た。そして最後に，「これから差別のない社会をつくっていってほしい」と話さ
れた。それは入所者の方の願いであり，私たちが取り組んでいかなければならな
い問題だと思う。「差別のない社会」をつくるというのは，大きな，難しい問題
だと思うが，身の回りから変えていくことができることもあると思う。

長島愛生園で話を聞いたり，実際に見て回ったりしたことは，とても貴重な体
験だったので，今回学んだことを生かしながら生活していきたい。話をしてくだ
さった入所者の方，施設を案内してくださった療養所の職員の方やボランティア
の方は大変だったと思う。今回協力してくださったみなさま，本当にありがとう
ございました。
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３ 実践を振り返って
ハンセン病について，資料や視聴覚教材を用いて事前の学習を行った上で，最初は，

ハンセン病療養所入所者の方を学校に招き，そして次は，ハンセン病療養所を訪問し，
入所者の方との交流を重ねてきた。交流という体験的な学習を取り入れたことで，ハ
ンセン病について正しい理解と認識を深めるとともに，ハンセン病も含めた様々な人
権問題について考えていこうとする雰囲気をつくり出すことができたと考える。また，
入所者の方との交流を深めることで，相手の立場に立って考えようとする姿勢が身に
付き，入所者の方と自然に話をする姿が見られるようになった。そして，こうした体
験は，子どもたちの豊かな人間性や社会性をはぐくみ，望ましい人間関係づくりにも
役立つと考える。今後，さらにこの交流の取組を充実させていくために，療養所の行
事への参加など，新たな交流の在り方について，また，事前の学習と併せて，事後の
学習の工夫・改善等について検討していきたいと考える。

４ 資料等
【 交流体験申込等連絡先一覧 】

○国立療養所長島愛生園
〒 701-4592 岡山県瀬戸内市邑久町虫明 6539 番地
予約受付 ℡ 0869-25-0321 庶務課まで FAX 0869-25-1762
☆申込書は長島愛生園ウェブページからダウンロードする。
（電話連絡にて予約状況を確認のうえ，ＦＡＸもしくはメールにて申し込む。）
≪ＨＰ≫「国立療養所長島愛生園」 http://www.hosp.go.jp/~aiseien/

○国立療養所邑久光明園（入所者の方の居室を訪問することもできる。）
〒 701-4593 岡山県瀬戸内市邑久町虫明 6253 番地
予約受付 ℡ 0869-25-0011（内線 2214）庶務係まで FAX 0869-25-1763
☆申込書は邑久光明園ウェブページからダウンロードする。
（電話連絡にて事前に相談のうえ，申込書〈事前調整用〉をＦＡＸにて申し込む。）

※少人数のグループに分かれての居室訪問は40人程度まで受け入れが可能。多
人数で居室訪問が難しい場合は，講話等による対応も可能。

☆事前調整の結果，見学日等が確定したら，公文書にて正式に依頼する。
≪ＨＰ≫「国立療養所邑久光明園ホームページ」 http://www.komyoen.go.jp/

≪参考資料≫「人権教育指導資料Ⅴ 人権学習ワークシート集（上）」
岡山県教育庁人権・同和教育課 平成20年２月発行

「人間回復の橋，心のかけ橋となれ」（ビデオ：29分）
（岡山県生涯学習センターで借用可，借用番号：Ｖ1311）

≪参考ＨＰ≫「岡山県教育庁人権教育課」
http://www.pref.okayama.jp/soshiki/kakuka.html?sec_sec1=153

「おかやまハンセン病啓発ホームページ みんなで描くひとつの道」
http://www.hansen-okayama.jp/
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長 島 愛 生 園 見 学 等 申 込 書

団 体 名

代 表 者 名

担 当 者 名 内線番号

住所（郵便番号）

電 話 番 号

FAX 〃

日 時 平成 年 月 日（ ） 時 分～

来園の目的

内容 所要時間

□歴史館見学 ４５分～１時間
希 望 す る □園内見学 ４５分～１時間３０分
学 習 内 容 □入所者の講演（火・水・木曜日のみ，要相談） １時間～１時間３０分

□園長若しくは医師の講義（要相談） １時間
その他（ ）

□テレビ・新聞などの報道で知っている
ハンセン病 □啓発ビデオや本などを見たことがある
に対する □講演会などに参加したことがある
基礎知識 □継続的に学習を行っている

その他（ ）

来 園 人 数 名（男性 名：女性 名） 滞在時間 時間

年 齢 層 歳代～ 歳代

園 ま で の □路線バス利用 □自家用車 □民間会社の観光バスにて来園
交 通 手 段 □タクシー利用 □その他（ ）

そ の 他
（特に希望

する事柄）
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　　　　　　　　　平成　　　　年　　　月　　　日

団 体 名

代表者名

担当者名 職名

住　　　所

電話番号

FAX番号

E-mail

第一希望

第二希望

第三希望

目的及び
対 象 者

邑久光明園施設見学等申込書（事前調整用）

希 望 日

標準的な
学習内容

　入所者の講話

内  　　　　　　　　　   容

　　平成　　　　年　　　　月　　　　日　（　　）曜日

　　平成　　　　年　　　　月　　　　日　（　　）曜日

　　平成　　　　年　　　　月　　　　日　（　　）曜日

所要時間

　園長若しくは医師等の講義

入所者居室 の訪問

10:30  ～  12:00

13:00　～　14:30

13 00 14 30
選択して下さい。（○で囲む）

献　花

人     数 　　　　　　名　（男性　　　名：女性　　　名） 滞在時間 　　　約　　５　　時間

年 齢 層 　　　　　　歳代　～　　　　　歳代

その他
（特に希望
する事項）

　　　※（１）予め、お電話にてご相談をお願いします。

邑久光明園　ＴＥＬ　０８６９－２５－００１１　内線２２１４　（庶務係）

 　　　　　　　　ＦＡＸ　０８６９－２５－１７６３

※（２）事前調整の結果 見学日等が確定しましたら 正式に公文書で依頼して下さい

納骨堂での献花　　　有　・　無　　（○で囲む） 所要時間　約１５分

　施設見学（フィールドワーク）

　□テレビ・新聞などの報道で知っている。

　　（注）　原則として人数は２０名以上といたします。２０名に満たない場合、お断りすることが
　　　　　　ありますので御了承下さい。

　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□路線バス利用　　 □自家用車　　□観光バス利用
　□タクシー利用　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ハンセン病
に対する
基礎知識

　入所者居室への訪問

交通手段

13:00　～　14:30

14:30　～　15:00

　□啓発ビデオや本などを見たことがある。

　□講演会などに参加したことがある。

　□継続的に学習を行っている。

選択して下さい。（○で囲む）

　　　※（２）事前調整の結果、見学日等が確定しましたら、正式に公文書で依頼して下さい。
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【高等学校】

「人権だより」の編集と発行
～広報活動を通した家庭・地域・関係機関との連携～

１ はじめに
「人権だより」を発行するねらいは，学校における人権教育の取組について，積極

的に情報を発信することで，家庭や地域において，学校での取組について理解や協力
を得ることができるような雰囲気づくりをすることにある。

また，この「人権だより」に，生徒や教職員及び保護者の感想文を掲載することは，
他の人の意見を読んで，様々な人権課題についての認識を一層深めることができる点
で意義深いものだと考えている。

そこで，本校の「人権だより」（Ｂ５判６ページ）の紙面づくりや広報活動の一端
を紹介する。

２ 実践の内容
本校の「人権だより」の特色は，学校で年に数回実施する人権教育講演会の中から

一つを選び，その講演の録音テープ（またはＶＴＲ）をそのまま文章に起こして「全
文掲載」するところにある。

この全文掲載は，次のような効果があると考えられる。
・講演会に参加していない読者が講演内容を知ることができる。
・講演会参加者は，改めて内容を深く理解することができる。
・人権だよりに生徒や保護者の感想文を掲載することで，紙面を通して意見交換で

きたり，生徒の自尊感情を高めたりすることができる。

（１）発行までのスケジュール
月 法方容内

４ 人権教育講演会の企画立案 生徒，教職員，保護者を対象に年間３回実施を企画

（日ごろから，教育課題や保護者や生徒の関心に対応

するテーマや講師の情報収集に努める。）

６ 生徒人権教育講演会 １学期人権教育ＬＨＲ実施

教職員人権教育講演会 教職員対象人権教育研修会

10 保護者人権教育講演会 生徒・教職員・保護者で聴く ア 感想文

※授業参観日や懇談会等，他の行事と同日に開催

11 第１回「人権だより」編集会議 「全文掲載」講演の選定

その他の掲載記事を選定

12 講演「原稿」作成 イ 「録音テープ」の文章化

１ 第２回「人権だより」編集会議 ウ 印刷「紙面」の最終確定

３ 「人権だより」発行 「人権だより」の印刷及び配付

ア 感想文
・講演に関する感想文を，生徒は200字，保護者は100字程度で求める。
・多様な意見の感想文を，できるだけ多く紙面に掲載する。
・保護者・教職員用の感想文用紙には，過去に実施した講演テーマと講師名を紹介

し，参加者の関心を喚起するようにする。
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【生徒用】

平成 年度 学期 人権教育講演会アンケート 年 月 日（ ）

Ⅰ 次のアンケートの各問いに答えてください。

① あなたは「ユニバーサル・デザイン」の意味は分かりましたか。

１ よく分かった ２ だいたい分かった ３ 分からない

② あなたは，年齢，性別や障害の有無に関係なく，だれもが安心して快適に過ごすこと

のできる社会環境の実現が大切であることが分かりましたか。

１ よく分かった ２ だいたい分かった ３ 分からない

③ 障害のある人が助けを必要とする場面で，あなたは自分から行動できますか。

１ できる ２ できない ３ 分からない

Ⅱ 本日の人権教育講演会の感想を200字程度（最低100字以上）で書きましょう。

１０ ２０

[提出期限] 月 日（ ），朝のＳＨＲで担任に提出すること

年 組 番 氏名

【保護者・教職員用】

平成 年度 □ 保護者 □ 教職員 ←チェックを入れてください。
人権教育講演会アンケート 年 月 日（ ）

１ 「 」講演を聴いて，【100字感想文】をお願いします。
１０ ２０

２ 来年度に，ご希望の講師や講演テーマがありましたら，下にご記入ください。

＊ 参考 過去7年間の講演テーマと講師の例
平成20年度「ネットいじめの防止と生徒の人権」（筒井愛知：環太平洋大学講師）

平成19年度「助けを求める子どもたち」（松尾 冀：岡山県立津島児童学院長）

平成18年度「かけがえのない命を奪われて」（市原千代子：おかやま犯罪被害者サポート・ファミリーズ）

平成17年度「いじめ問題と子どもの人権」（中富公一：岡山大学教授）

平成16年度「障害のある人との共生社会をめざして」（彦坂真一郎：読売新聞岡山支局長）

平成15年度「子どもにとって居心地のよい家庭とは」（平田嬉世子：人権擁護委員）

平成14年度「ＤＶ被害の救済と人権の擁護」（妹尾由紀子：山陽新聞記者）
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イ「録音テープ」の文章化
・読者に分かりやすく読みやすいものとなるように，次のような工夫をした。

ａ 「標題」は読者の関心を高められるような語句で示す。
ｂ 標題を補足する「副題」を付ける。
ｃ 講師の肩書，氏名の次に「リーディング（紹介文）」を付ける。
ｄ 話題ごとに目立つように「小見出し」を付ける。
ｅ 「本文」の原稿は一文を短くする。
ｆ 写真にキャプション（説明）を付ける。
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ウ 印刷「紙面」の最終確定
・「感想文」等の記事のまとめ方では，次のような工夫をした。

ａ 生徒の感想文は，学年やクラス等を考慮してバランスよく掲載する。併せて，
保護者や教職員の感想文も掲載する。

ｂ 他の講演会の記事は，許容されるスペース範囲内で，講演内容のポイントを読
者に分かりやすく簡潔に提示する。

ｃ 毎年，その年度に実施した学校での人権教育の実践や行事記録を紙面に公開し
て，家庭・地域・関係機関等との連携に役立てる。
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（２）「人権だより」発行にかかわる教育効果と広報効果
ア 生 徒・・・生徒全員が書いた「感想文」の中で，特に優れた作品は，新聞

（地方紙や全国紙）投稿欄へ投稿することを奨励する。
新聞に掲載された生徒の様々な投稿文を国語，地歴・公民等の
授業で資料として活用することで，生徒の学習意欲を高め，積
極的な学習態度を養うとともに，人権に関する知的理解の深化
や人権感覚の育成を図ることができる。

イ 保 護 者・・・講演会参加者は，講演内容について改めて理解を深めることが
できる。講演会に参加していない保護者も，内容の全体を知っ
たり，他の保護者の感想を読んだりすることで，人権尊重の意
識が高まることが期待できる。

ウ 中 学 校・・・中高連携会などで，本校の人権教育の内容を理解してもらう説
明の際に一つの資料になる。

エ 講 演 者・・・講演者には感想を見ていただくことができる。次年度の講師予
定者に送付することで，本校の実態を理解してもらいやすくな
る。

オ 広報活動，情報提供，資料利用等に関しては，プライバシーの保護や個人情報
・著作権の保護について留意する。
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３ 実践を振り返って
本校では，この「人権だより」の他に，学校が発行する「便り」は複数あるが，人

権に配慮して文章を書くことはもちろん，生徒が人権を大切にしているような場面に
出会ったときなど，機を逃さず紹介するようにしている。［参考１］

このように，生徒の成長している姿などを積極的に発信することで，生徒の自尊感
情を高めることができると思われる。

今後は，「講演」記録中心の「紙面づくり」とともに，広く生徒・家庭・地域の人
々のボランティア体験や身近な人権問題，交流会参加者の「生の声」を取り入れるな
ど新鮮な「人権だより」の企画・実践と取材にも力を入れていきたいと考えている。

［参考１］ 職 員 室 だ よ り ＮＯ．７

平成21年6月3日（水）

最高の言葉・これこそ教育

○高梁市Ｔさんより，6月2日10時ごろ，次のような電話がかかってきました。
５月31日（日）に高梁市の運動公園で高校生のソフトボールの県大会に，肢体不自由の８歳

のわが子を車いすに乗せて観戦に行きました。

途中，スコールのような激しい雨が降り出し，あわてて車いすを押しながら駐車場まで急いで

帰っていました。しかし，駐車場まではかなり距離があり，障害のあるわが子が濡れてしまうこ

とを気にしながら必死で車いすを押していました。しかし，気持ちは焦るのですが，砂利道で思

うように進まず困っていました。

すると，○○高校のユニフォームを着た３名の高校生が走って来て，一人が障害のあるわが子

を抱きかかえ，二人で車いすを持って走ってくれました。濡れて風邪をひいたらいけないからと

いって，着替えも手伝ってくれました。（中略）「どこの小学校出身？」と聞くと，「岡山市立○

○小学校。僕たちは，小学校のとき，旭川荘の障害のある人たちと交流したとき，先生が，「困

っている人がいたら，自然に助けられる人になってほしい。それは，当り前のこと。」と言って

いたし，僕たちの住んでいるところは，バス停で障害のある人とよく出会う。からかったり，差

別したりしない。だから，当り前のこと。」と答えてくれました。ジュースでも買うからと言っ

ても断られました。彼らは，○○小学校，○○中学校，○○高等学校に進んだと言っていました。

今まで，「あの子変な子」と指を指されたりしているので， 障害のある子どもをもつ親として，

こんな高校生がいることに，こんなに嬉しいことはありません。この感動を何とか伝えたいと思

い電話をしました。

高校生になっての実践のもとが，小学校時代の体験であったり，その時の先生の指導で

あったりすることに感動を覚えます。一つひとつの教育活動に意味があり，すぐには目に

見えないところで子どもたちの心が育っていることに感動しています。

＊この記事は小学校から提供いただいたもの。本校「人権だより」にも転載する。

また，様々な「便り」などに「人権教育コーナー」を設け，人権に関する図書の紹介
や毎月の連載記事を掲載することで，その時期に応じた話題・情報を発信するなどして
いきたい。[別紙 参考２]
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[別紙参考２ ] 広報誌等の人権教育の月別連載記事（例）

[第三次とりまとめ ]実践編（Ｐ74）【事例33】参考

月 日 行事・記念日等 掲載記事テーマ例 掲載記事の内容等

新学期 個人の情報を大切 家庭との連絡票・連絡網に掲載する情報の取り扱い
に 方についての留意点等について情報を伝える。

1 青少年が安全に 子どもたちを有害 平成 ２ ０年６月に成立したいわゆる「青少年インター
4 安心してインタ 情報から守るため ネット環境整備法」は，青少年を対象として，①イン

ーネットを利用 に ターネットを正しく使う能力の取得，②フィルタリン
できる環境の整 グソフト利用の普及という対策をかかげ，安全にイン
備等に関する法 ターネットを利用できることを目的としている。
律施行（平成２１ 家庭でのルールづくりの重要性を伝える。
年４月１日）

1～７ 憲法週間 子どもの権利条約 日本において，憲法の精神や司法の機能に対する理
毎 年 5月 3日を 中心 を 知 っ て い ま す 解を啓発をするための週間。
とした一週間 か？ 子どもの権利条約は，子どもの基本的人権を国際的

5 3 憲法記念日 に保障するために定められた条約。 18歳未満を「子ど
も」と定義し，国際人権規約が定める基本的人権を，
その生存，成長，発達の過程で特別な保護と援助を必
要とする子どもの視点から詳説。子どもの生存，発達，
保護，参加という包括的な権利を実現・確保するため
に必要となる具体的な事項を規定しており，日本も1994
年に批准していることを伝える。

5～１１ 児童福祉週間 子どもを守る様々 教育委員会・教育相談室・児童相談所・警察の相談
な機関 機関等の機能と連絡先の情報を伝える。

1 人権擁護委員の 知っていますか？ 人権思想を広め，人権侵害が起きないように見守り，
日 「人権擁護委員」 人権を擁護する活動に取り組んでいる人権擁護委員や

子どもの人権問題を専門的に取り扱う子どもの人権専
門委員の活動内容と連絡先についての情報を伝える。

いじめについて ＳＴＯＰ！いじめ いじめは重大な人権侵害であることを伝える。（県
考える週間（６ 教育委員会作成のリーフレットを人権教育課のウェブ
月の第１月曜日 ページからダウンロード可能）
から1週間：岡 インターネットに インターネット上の誤った情報や偏った情報を巡る

6 山 県 教 育 委 員 よる誹謗中傷は人 問題を含め，情報化の進展が社会にもたらす影響につ
会） 権侵害です いて知らせる。情報の収集・発信における個人の責任

や情報モラルについて理解できるような情報を伝える。
22 らい予防法によ ハンセン病を正し おかやまハンセン病啓発ウェブページ「みんなで描

る被害者の名誉 く 知 っ て い ま す くひとつの道」（ http://www.hansen-okayama.jp/）等を参考
回復及び追悼の か？ に，ハンセン病について正しい理解ができるような情
日 報を提供する。

23～29 男女共同参画週 新たな社会のパス 男女共同参画社会基本法の目的及び基本理念に関す
間 ワード「男女共同 る国民の理解を深めるために設けられた週間。

参画社会」 男性と女性が，職場，学校，地域，家庭で，それぞ
れの個性と能力を発揮できる男女共同参画社会につい
ての基本的な考え方を伝える。

１ アイヌ文化の振 アイヌの人々の人 平成９年５月に成立したいわゆる「アイヌ文化振興
興法並びにアイ 権を尊重して 法」は，アイヌの人々の民族としての誇りが尊重され
ヌの伝統等に関 る社会の実現を図ることを目的としている。
する知識の普及 アイヌの人々の歴史，文化，伝統及び現状に関する
及び啓発に関す 認識と理解を深めることが大切であることを伝える。
る法律施行

7 （平成９年７月１日）

16 性同一性障害者 性的少数者につい 平成 １ ５年７月にいわゆる「性同一性障害特例法」が
の性別の取り扱 て 成立し，家庭裁判所の審判により一定の要件を備えた
いの特例に関す 性同一性障害の人の戸籍の変更が可能となった。しか
る法律施行（平 し，偏見や無理解による差別や人権侵害等があり，安
成 １ ６ 年 ７ 月 １ ６ 心して社会生活を送れる環境は整っていないこと等を
日） 伝える。
夏季休業中 人権作文に挑戦し 法務省と全国人権擁護委員連合会が実施している「全

よう 国中学生人権作文コンテスト」を紹介し，作文を書く
ことを契機に「いじめ」や様々な人権課題等に関して
家庭で話し合うことを勧める。

8 7 ホームレスの自 ホームレスとは？ 自立の意思がありながらホームレスとなることを余
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立支援等に関す 儀なくされた人が多数存在し，健康で文化的な生活を
る特別措置法公 送ることができないでいる。
布・施行（平成 ホームレスに対する正しい理解が広まるよう情報を
１４年８月７日） 伝える。

1０～16 自殺予防週間 ９月１０日が世界自 自殺予防週間は，国民に自殺や精神疾患についての
殺予防デーです 正しい知識を普及啓発し，これらに対する偏見をなく

していくとともに，命の大切さや自殺の危険を示すサ
イン，また危険に気付いたときの対応方法等について
国民の理解の促進を図ることを目的としている。

9 命の大切さや予防週間の趣旨・内容等を知らせる。
15 老人の日 敬う心が時代を拓 老人の日，老人週間は，国民の間に老人の福祉への
15～21 老人週間 く 関心と理解を深めるという目的で設けられている。

老人の日，老人週間の趣旨や，敬老の日の取組につ
いて知らせる。実際の交流を通して高齢者に対する正
しい理解を深めることの意義を伝える。

法の日 法に関する教育の 法の日は，法を尊重し，法によって基本的権利を擁
法の日週間 意義と内容につい 護し，法によって社会秩序を確立する精神を高めるこ

10 て とを目的として定められた。
学校等における法教育の実践例を紹介し，規範意識

の育成につながることについて知らせる。
児童虐待防止推 気付いたあなたが 児童虐待が子どもに対する深刻な人権侵害であるこ
進月間 知らせてほしい とや，家庭だけでなく学校や地域等が連携を図り，子

どもたちを守ることの大切さについて知らせる。
男女共同参画推 ワーク・ライフ・ 男女がともに，人生の各段階において，仕事，家庭
進月間 バランスを知って 生活，地域生活等，様々な活動を自らの希望に沿って
（岡山県） いますか？ 展開できる社会の実現を目指し，仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バランス）を図ることの大切さについ
て知らせる。

11 12～25 「女性に対する デートＤＶって知 デートＤＶとは，交際相手からの，言葉の暴力，か
暴力をなくす運 っていますか？ らだへの暴力，こころへの暴力，性的暴力のことです。
動」期間 デートＤＶは重大な人権侵害であることを伝える。
デートＤＶ防止キャ （県作成のリーフレットを人権教育課のウェブページ
ンペーン週間 からダウンロード可能）
（２月８日～14日）

25～ 犯罪被害者週間 犯 罪 被 害 者 等 と 「犯罪被害者等」とは，ある日突然，犯罪によって
12／1 は？ 幸福に生きる権利を奪われてしまった人たちのことで

あり，犯罪被害者等が置かれている状況等について正
しく理解することについて伝える。

1 世界エイズデー レッドリボンを知 世界保健機関は，1988年に世界的レベルでのエイズま
（ 1 1月 1 6日 ～ 1 2 っていますか？ ん延防止と患者・感染者に対する差別・偏見の解消を
月 15日エイズ予 目的として，12月１日を世界エイズデーと定めた。
防月間） レッドリボンは，エイズで亡くなった人々への追悼

の気持ちと，エイズに対する理解と支援の意思を示す
ためのシンボルであることを伝える。

3～９ 障害者週間 ユニバーサルデザ モノ・まち・情報・サービスのＵＤに加えて，いろ
イン（ＵＤ）とは？ いろな人の立場に立って考え・行動できる「心を大切

12 にするＵＤ」が，共に支え合うことができる社会の実
現のためには必要であることを伝える。

４～10 人権週間 人権週間にちなん 国際連合は，1948年12月10日に世界人権宣言が採択さ
10 人権デー で れたのを記念し，12月10日を人権デーと定めている。ま

た，法務省と全国人権擁護委員連合会は，人権デーを
最終日とする１週間を人権週間と定めている。

世界人権宣言の意義について伝える。
10～16 北朝鮮人権侵害 ブルーリボンを知 拉致問題に関連して，ブルーリボンは，拉致被害者

問題啓発週間 っていますか？ の生存と救出を信じる意思表示であることを伝える。
防災とボランテ ボランティアに挑 1995年の阪神・淡路大震災において，その重要性が広

１ ィアの週間 戦しよう く認識された各種のボランティア活動について紹介し，
生命の大切さや相互扶助の精神の重要性を伝える。

1年間のまとめ 人権作文入賞者の 「全国中学生人権作文コンテスト」の入選作品を紹
２ に向けて 紹介 介したり，当該広報誌に対する感想や意見を募集した

りして，人権意識の高揚を図る。
3 全国水平社宣言 人の世に熱あれ， 1922年3月3日，京都市岡崎公会堂にて全国水平社創

人間に光あれ 立大会が行われ，日本最初の人権宣言といわれる水平
3 社創立宣言が採択されたことを伝える。

年度末のまとめ ありがとうござい 掲載記事に寄せられた感想や意見を紹介し，次年度
ました へとつなげていく。
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【高等学校】

人権教育を推進するための教職員校内研修
～組織的・計画的な取組～

１ はじめに
人権教育を進めるに当たっては，まず，教職員自身が人権尊重の理念を十分認識す

る必要がある。また，教職員の言動は，日々の教育活動の中で生徒の心身の発達や人
間形成に大きな影響を及ぼし，豊かな人間性を育成する上でも極めて重要な意味をも
つ。

そこで，本校では，教職員自身が人権尊重の理念を十分認識し，人権問題について
正しい理解を深め，豊かな人権感覚を身に付け，学校全体が人権尊重の精神が大切に
される環境となるようにしたいと考えた。そのために，岡山県人権教育推進プランを
踏まえ，「教職員研修年間計画」を策定し，組織的・計画的に研修を推進することと
した。

２ 実践の内容
（１）教職員研修の内容

本校の現状や課題を人権教育の視点でとらえ直し，次のようなテーマに重点を置
いて，教職員研修年間計画を立て内容の充実に努めた。

ア 生徒の理解等に関すること
ａ 生徒の現状と課題の共通理解

・各学年・学級の現状と課題の把握
・人権問題にかかわって配慮を要する生徒の理解のための研修と情報交換

＊年間を通じて随時実施する。
ｂ 年間指導計画

・学校全体における年間指導計画の調整と共通理解及び見直しと再構築
・学年・学級の取組に関する具体的な計画と意見交換

ｃ 人間関係づくりのための取組
・集団の実態把握と分析
・人間関係づくりの課題整理と取組の構築

ｄ 総括
・生徒理解・人間関係づくりの成果と課題の整理

＊次年度の取組につなげる。

イ 指導に関すること
ａ 「人権」をテーマにした学習活動を進めるための授業研究
ｂ 人権についての授業を多面的に展開する取組についての実践的な研究

ウ 家庭・地域との相互理解に関すること
ａ 身近な人権問題や教育上の諸問題についての情報提供
ｂ 人権をテーマとした講演会の開催
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（２）教職員研修年間計画 [第三次とりまとめ]実践編（Ｐ90）【事例43】を参考

研修の形態は，対象となる教職員の範囲によって（ア）全体研修，（イ）グループ研
修，（ウ）個人研修を教職員研修年間計画に位置付けた。

さらに，研修の方法としては，教職員が意欲的・主体的に取り組めるよう事例をも
とにした研修を多く取り入れた。
月 研修 内容・方法
４ ○新転任者人権研修（イ） ・着任後早急に，新転任者に対して，人権教育

月 担当者が自校の特色やこれまでの取組を説明

○年度当初の話し合い（ア） ・教職員研修年間計画の決定と校内組織の確立

○人間関係づくりの方法論 （ウ） ・各担任に学級開きのための工夫を新聞で紹介

５ ○人権教育及び特別支援教育研修会（ア） ・発達障害についての基本的理解と具体的な対

月 「発達障害と思春期～思春期の特徴と対応～」 応についての概説と配慮を要する生徒個別の

（人権担当者と特別支援担当者が協力） 事例を通して，認識を深める。

６ ○中高連携のための話し合い（イ） ・中高連携の目的や情報交換する内容を検討す

月 （相互理解と課題の共有化） る。

○学校生活アンケート結果に基づく話 ・アンケートなどからいじめの実態を早期に発

し合い（全体・学年）（ア・イ） 見し，迅速に対応できるよう検討する。

○「高等学校及び特別支援学校人権教 ・県主催の人権教育担当者研修会の資料を活用

育担当者研修講座」の内容報告（ア） して担当者が内容を報告

○LHRに向けての人権教育研修会 ・人権教育指導資料Ⅵ「人権学習ワークシート

（イ・ウ） 集（下）」をもとに担当者が作成した指導案を

１年「薬物乱用教室」 検討して，人権課題について理解と認識を深

１年「対立を生活に生かそう」 める。

２年「性同一性障害について」 ・様々な人権課題を扱っている啓発映画を視聴

３年「就職や結婚のときに」 することにより，人権や人権教育に関する知

的理解や人権感覚の涵養を図る。

７ ○人間関係づくり研修会（ア） ・ボランティア・デーに，生徒，保護者ととも

月 心を強くする方法「心のトレーニング」 に講演を聴き，その後，ボランティアを実施

８ ○教職員及びPTA人権研修会（イ） ・ハンセン病についての理解のために，現地研

月 （人権担当者とPTA係の協力） 修。［邑久光明園]希望者参加

○県総合教育センター各種研修会（ウ） ・自己研鑽

10 ○性教育研修会（講演）（ア） ・保護者希望者参加

月

11 ○推進状況報告書の作成を通した生徒理 ・今年度の推進状況や課題について各学年・各

月 解のための話し合い（イ・ウ） 分掌等で話し合いを行い，人権担当者がまと

○ＬＨＲに向けての人権教育研修会 （イ） める。

１年 性教育研修会

「命の尊さ ～生命の誕生～」

12 ○情報モラルの研修会（ア） ・（外部講師による講演と演習）

月 「だれにでもできる情報モラル指導」 情報モラル教育の意義について認識を深め，

（人権担当者と情報担当者で協力） 様々な教科・領域で実施することができるこ

とを理解する。

○ＬＨＲに向けての人権教育研修会（イ） ・人権教育指導資料Ⅴ「人権学習ワークシート

１年「情報モラル」 集（上）」を活用して実施

○研究指定校発表会の報告 （ア） ・参考になる部分を紹介

２ ○１年間の振り返り（ア） ・推進状況報告書をもとに，小委員会で次年度

月 の体制と方向性を決定し，人権教育委員会で

原案を作成し，総括会議で成果と課題を共通

理解する。

については（３）で具体的に記述する
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（３）具体例
情報モラルの研修会 （外部講師による講演と演習）

○内容
①情報モラル指導のために総合教育センターから指導主事を招いて研修
・情報モラル指導の必要性を理解すること（学習指導要領上の位置付け）
・情報モラル指導は，すべての教員が実践できること
・「～してはいけません」「～はだめですよ」は指導ではないこと
・様々なメディアと上手く付き合っていかなければならなこと

②１年人権教育ホームルームの事前研修
・「プロフ・ブログと上手く付き合うために」教職員の認識を深めた。
・「人権学習ワークシート集：上」の活用

○研修のポイント
・生徒への指導に役立てるために，喫緊の課題であり，かつ第１学年のＬＨＲ

にかかわりのあるテーマを設定した。
・研修時期を人権週間中に実施した。
・研修会場に，人権啓発関係のポスターを掲示した。
・演習の際のグループづくりに，県が作成した人権カルタを活用した。

○外部講師との事前打ち合わせでの留意点
・研修の趣旨，依頼内容を十分に説明する。
・情報モラルについての授業やＬＨＲ等の内容が分かるものを提示する。
・講師が使用する資料は，事前に受け取り内容を確認し事前指導に活かす。
・新聞など著作物を使用する際は，使用許諾の手続きの有無を確認する。

ＬＨＲに向けての人権教育研修会２年「性同一性障害について」
○内容

時間 研修内容 留意点等
10分 ・目標を確認 ・互いの違いを尊重していく態度の育成

・導入方法を各自工夫 ・指導案【別紙Ａ】を事前に配付しておく。

・各担任から質疑 ・担当者応答

25分 ・人権啓発ビデオ視聴 ・人権啓発ビデオ「Ｍｅｅｔ ｔｈｅ ヒューマンライツ」

（性同一性障害について理解 は，性同一性障害・同和問題・ＤＶ・障害のあ

を深める。） る人について理解を深めることができる作品。

10分 ・人権啓発ビデオ視聴後，感想 ・性同一性障害の問題だけでなく，様々な人権問

や意見，質疑 題について正しい理解ができるようにする。

15分 ・性同一性障害に関する法律を ・担当者会で配付された資料で法律の改正のポイ

確認 ントを確認する。

○研修のポイント
・指導案【別紙A】を事前に配付し，個人で検討できるようにする。
・ねらいを共通理解する。
・性同一性障害やその他の人権課題が理解できる啓発ビデオを視聴して，理解

と認識を深める。
・事前に担当者が啓発ビデオを視聴し，協議のポイントを絞るなど準備をする。

○研修を終えての教職員感想
・性的少数者について，理解不足を痛感した。
・ワークシートを活用して考えることが大切であるということが認識できた。
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【別紙Ａ】 ２年次生 人権教育ホームルーム 指導案

主 題 ・多様な性について正しい知識をもち，性的少数者の気持ちを考えてみ
よう。

目 標 ・多様な性（インターセックス・同性愛・性同一性障害）について正し
く理解することができる。

・自分たちの周囲に性的少数者がいるとき，自分にどのようなことがで
きるか考えることができる。

学習活動 指導上の留意点 準備物

１ 本時の内容を知 ○別紙１をもとに，一人ひとりに多様 ・別紙１
る。 性があることを知り，相互に尊重さ

れなくてはならないことに気付くこ
とができるようにし，ねらいへの関
心を高める。

２ プリントを読む。 ○プリントNo.２「多様な性について ・人権教育指導資料
正しい知識をもとう」を配付し，イ Ⅵ「人権学習ワーク
ンターセックス，同性愛，性同一性 シート集（下）」
障害について正しい知識がもてるよ P102
うにする。 プリントNo.２

３ 性的少数者の気 ○プリントNo.３「性的少数者の気持 ・人権教育指導資料
持ちを考え，自分 ちを考えてみよう １・２」を配付 Ⅵ「人権学習ワーク
の感想を書く。 し，二つの事例について黙読させた シート集（下）」

後，自分の感想を書かせ，言い出せ P103・104
なくて苦しんでいる人がいることを プリントNo.３
想像できるようにする。

４ 性的少数者の気 ○プリントNo.３「性的少数者の気持 ・人権教育指導資料
持ちを具体的に考 ちを考えてみよう ３」を配付し， Ⅵ「人権学習ワーク
えるために，グル 具体的な場面などを想像して，グル シート集（下）」
ープで話し合う。 ープで話し合い，「性同一性障害」な P105

どを理由とする偏見・差別をなくす プリントNo.３
ために，何が必要なのかを考えられ
るようにする。

・グループでの話し合いでは，様々な
人の考え方があることも知りつつ，
苦しんでいる人の立場も理解できる
ようにする。

５ 教師のまとめを ○別紙２をもとに，まとめを話す。
聞く。 ・だれもが自分らしく生きていくこと

のできる社会とはどのような社会か
を考えられるようにする。

６ 本時の感想を書 ○感想を回収し，担任のコメントを書 ・感想用紙
く。 いて，後日返却する。

・学習したことを振り返ることができ
るようにする。

事前研修 ・人権啓発ビデオ「Ｍｅｅｔ ｔｈｅ ヒューマンライツ」視聴

＊プリントNo.２・３については，人権教育指導資料Ⅵ「人権学習ワークシート集（下）」
を参照のこと。
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２年 人権教育ホームルーム

別紙１

別紙２

平成20年は，国連総会で世界人権宣言が採択（1948.12.10）されて6

0年目でした。この宣言の背景には，戦争はすべての人々の人権をじゅうり

んするものであり，二度と戦争を繰り返してはならないという反省と世界平

和実現に対する強い願いがありました。

しかし，現代の世界に目を向けてみると，世界の人々の人権が本当に守ら

れているかというと決して十分守られているとは言えません。

そこで，21世紀は「人権の世紀」にしなければいけないと言われるよう

になり，お互いの人権が尊重される社会の実現を目指していこうというわけ

です。

具体的には，障害があるからとか，外国人であるからとか（肌の色が違う，

目の色が違うなど），少数民族であるからとか，女性だからとか関係なく，

一人ひとりの多様性が認められ（一人ひとりが大切にされ），それぞれが自

分の能力を十分発揮して生活でき，一人ひとりの活躍で社会に貢献し，みん

なが幸せに暮らしていけるような社会を共に創っていこうということです。

そこで，今日のロングホームルームでは，最近，テレビのドラマ等で取り

上げられてきていますが，性の在り方にも様々な形がある（多様性がある）

ことを理解し，性的少数者の気持ちを少し考えてみたいと思います。

性の在り様にも様々な形があり，このことに対する社会全体の理解が十分

でないことから，当事者の方が偏見や差別に悩まされていることが理解でき

たと思います。

21世紀を，一人ひとりが尊重される人権の世紀にするためには，自分と

他者との違いを，相手の個性として認めることができる社会にしなくてはな

りません。そのためには，①性的少数者について理解が深まり，自分らしく

生きられる社会であること，②興味本位や偏見でとらえることなく，正しく

理解して自分ができることは何か考えていくことができる，③自分の身近に，

性的少数者がいた場合，自分はどんなことをしなければいけないのかを考え

ることができるようにしていくことが大切です。

そこで，授業の最後に自分の身近に性的少数者がいた場合，自分はどうし

たらいいのかを考えてみましょう。
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推進状況報告書の作成を通した生徒理解のための話し合い

○内容
時期 取組

10月 ・各個人で教科や分掌での取組を振り返る。

・学年で取組について話し合い，学年の課題をまとめる。

11月 ・各学年別報告書を踏まえて，学校の課題を整理する。

12月 ・人権教育推進委員会小委員会のまとめた推進状況報告書を職員会議

で報告する。

１月 ・次年度の方向性や取組の原案を作成する。

○取組のポイント
・「人権教育推進状況報告書」を，すべての教職員がかかわりながら作成するこ

とを目指した。
・様々な取組を，岡山県人権教育推進プランの人権教育の三つの視点を参考にし

てとらえ直した。
・教職員一人ひとりが人権尊重の理念に対する理解が深められるように，学校の

取組の推進状況や個別の課題について検討し，生徒理解と自立支援につなげた。

○教職員からの感想
・人権教育といえば，授業や人権をテーマにした講演会，ＬＨＲ等が主流に行わ

れるイメージがあったが，学校教育では，様々な場面が人権教育とかかわりが
あることが理解できた。

・環境づくりでは，特に言語環境を整えることが重要だと思った。
・日々実践の心がけで，人権教育の働きかけが可能なのではないかと思った。

３ 実践を振り返って
本校では，教職員自身が，人権に関する知的理解を深め，人権感覚を身に付け，生

徒への指導や保護者啓発等を，組織的に，計画的に進められるよう教職員研修年間計
画を作成した。そして，教育を取り巻く状況や教育活動の現状を人権教育の視点でと
らえ直し，喫緊の課題や身近な人権問題を教職員研修に取り上げた。教職員が教科等
の授業を行う際の，人権上の配慮事項については，十分な理解と適切な対応ができる
ような研修を今後も取り入れていきたい。

また，推進状況報告書の作成を通した話し合いを行ったことで，教職員同士の間で，
共通理解を図り，人権問題にかかわって配慮を要する生徒に対して適切な支援をする
ことができたと思う。

今後，研修方法については，全体研修，グループ研修，個別研修を組み合わせ，効
果的な研修プログラムを作成し，座学による研修方法だけでなく，参加体験型の手法
などを取り入れる工夫をしていきたい。
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環境づくりの取組例・授業等で配慮したいポイント例一覧

ここでは，校内で人権学習に親しむ機会を提供する取組例や，児童生徒同士が人間関
係を深めることができる教室環境づくりの取組例，さらに一人ひとりが大切にされる学
習環境づくりのために授業等で配慮したいポイント例を一覧にして示した。（この中に
は，７本の実践事例の中で紹介されているものも含まれている。）

１ 校内環境づくりの取組例

取組 内容

①「人権コーナー」 校内や教室内に「人権コーナー」等を設置し，児童生徒や来訪

等の設置 者が，いじめや差別のない人権が尊重される学校・学級づくりの

必要性について考えることができるようにする。また，児童生徒

の作品を展示する場合は，作品に教員や友達の評語を付けたり，

本人のコメントを付けたりするなどして，肯定的なセルフイメー

ジの高揚や，児童生徒間の相互理解の促進を図る。

②人権啓発作文・標 人権週間等に合わせて，人権啓発に関する作文や標語づくり・

語・ポスターの作 ポスターづくり等を行うとともに，その作品を校内に掲示し，人

成・掲示 権尊重の雰囲気の醸成を促進する。

③人権集会・人権学 全校集会や学年集会等で，児童生徒が，他学年・学級の児童生

習 発 表 会 等 の開 徒や保護者，地域の人々に学習活動の成果を発表する機会を設け

催，学習成果の発 る。また，「学校だより」，「学級通信」，「ＰＴＡ新聞」等を通して，

信 人権学習の成果を校内外に発信する。これらを通じ，人権教育の

取組に対する学校内外の理解を促進する。

２ 教室環境づくりの取組例

取組 内容

人間関係を深 ○ 前面に，学級目標（目指す子ども像）を掲示する。また，それを

め，安心して生 児童生徒の自画像で囲むなどして，一人ひとりの帰属感を高める。

活・学習ができ ○ 「学級の歴史」コーナーを設置し，一人ひとりが学級づくりに参画

る場づくり している実感をもたせる。

○ 「今月の誕生日」，「私の好きな言葉」，「本や音楽の紹介」等のコー

ナーを設け，児童生徒の相互理解や交流を深めるきっかけとする。

○ 学級組織（係）ごとのコーナーを設け，学級への願いや要望，よ

りよい学級生活をつくるための問題提起を行う。

○ 「気持ちを表す言葉」，「聞き方・話し方のスキル」等，コミュニケ

ーションを円滑にするための手がかりとなるポスターを示す。

○ 学習で使ったものや学習内容の要点を示す掲示物をはり出し，学

習内容の振り返りや，課題解決のヒントとして活用する。

○ いつでも活用できるように，辞書や事典類を常備しておく。

○ 学習の成果物（作品等）を掲示する。その際，児童生徒自身の解

説や評価（自己評価，他者評価），教師の評語を添え，達成感や有用

感，肯定的なセルフイメージの形成を図る。

［第三次とりまとめ］実践編（Ｐ５～Ｐ６）参考 より
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３ 授業等で配慮したいポイント例

場面 留意点

児童生徒の呼名 ○ 一人ひとりに不公平感等を感じさせないように，児童生徒によって

異なる名前の呼び方をしないようにいているか。（「○さん」，「○ちゃ

ん」，「○○！」等）

座席替えやグル ○ 座席やグループを決める際には，児童生徒の個々の事情（視力・聴

ープ決め 力等の身体的な事情，友人関係等）に配慮しているか。

教室での指名， ○ 教室での指名については，発問内容によって，教師が指名方法を適

児童生徒の発言 切に選択しているか。（席順，名簿順等，機械的な指名ばかりになっ

ていないか。）

○ 一人ひとりの名前を呼び，目を見て話すとともに，話をよく聴いて

いるか。

○ 発言の少ない児童生徒に配慮するとともに，適切な支援をしている

か。

○ 教師の意図と異なる考えを抑圧したり切り捨てたりしていないか。

机間（個別）指 ○ 児童生徒の指導に不均衡が生じないよう，個別指導の記録をとり，

導 意図的，計画的な机間指導を行っているか。

○ グループ学習において，活動中に人を傷付けるような発言をしたり，

特定の児童生徒に不合理なことが押し付けられたりしないよう適切に

机間指導をしているか。

○ 承認・賞揚・励ましの言葉をかけ，個に応じた改善課題や改善方法

を示しているか。

児童生徒の言動 ○ 特定の児童生徒への改善点の指摘は，教師が自らの責任で行ってい

等に対する改善 るか。（「今の発言が聞こえましたか？」などの指摘を他の児童生徒に

点の指摘 求めていると，当該児童生徒に対する負の評価観を，クラス内で固定

化してしまうことにつながる。）

○ 提出物等を忘れた児童生徒に対しては，必ず理由を話す機会を与え

ているか。

○ 自信を失わせるような，また人格を否定するようなしかり方をして

いないか。

時間配分・進行 ○ 学習活動に関する時間の配分や活動の開始・終了の周知は，他者に

管理等の判断 委ねるのではなく，計画のもと教師が自らの判断で行っているか。

板書 ○ チョークの色は白と黄色を基本にし，色チョークは強調や区別等，

特定の目的のために使うなど配慮しながら使用しているか。（黒板に

色チョークで書かれた文字〈特に赤チョーク〉が読み取りにくい児童

生徒がいる場合がある。）

視聴覚機器の使 ○ 視聴覚機器を使用する場合は，見えにくい・聞こえにくい場所がで

用 きないようにしているか。
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人権尊重の視点に立った印刷物・ウェブページの作成について

学校が作成する印刷物やウェブページ等について，ユニバーサルデザイン（ＵＤ）（注
１）等の視点から，だれもが分かりやすく利用しやすいように配慮することが大切であ
る。そこで，印刷物やウェブページの作成において留意すべき主な項目をチェックポイ
ントとしてまとめた。（ウェブページの作成に当たっては，印刷物作成上の留意事項も
参照のこと。）

１ 印刷物の作成について
□ だれにでも分かりやすい言葉を使っているか。
□ 文字の大きさは適当か。（Ａ４サイズの用紙…12～14ポイント）

［好ましくない例］ ［良い例］
文字の大きさは適当か（８ポイント） → 文字の大きさは適当か（12ポイント）

□ 書体や強調は適当か。（斜体・網掛けなどによって，文字が読みにくくなる場合も
ある。）

［好ましくない例］ ［良い例］
基本的人権の尊重 → 基本的人権の尊重

□ 文章やイラスト等が人を不快にさせるおそれのある表現になっていないか。
□ イラスト等が固定概念にとらわれた表現になっていないか。
□ 他から作品をコピーするような場合，著作権の確認ができているか。
□ 写真・氏名等を掲載する場合，個人情報の保護に配慮しているか。
□ お知らせ・案内等の配付は，十分な周知期間がとれるようにしているか。
□ 必要に応じて外国語による情報提供をしているか。

２ ウェブページの作成について
□ 文字の大きさや書体は必要に応じて利用者が変更できるようになっているか。
□ 文字色と背景色のコントラストが十分にとれているか。
□ 人名や地名等，読みの難しい表記には，ふりがなが付いているか。
□ 省略語や記号，機種依存文字（特定の機種や基本ソフトでしか読むことのできな

い文字）を使用していないか。（機種や基本ソフトの種類によって異なる文字とし
て表示されたり，音声ブラウザを利用した際に読み上げ方が変わったりする場合
がある。）

［省略語・記号等］ ［望ましい表記の候補］

２０１０／３／３ ２０１０年３月３日

１０：００ １０時００分

￥１，０００ １，０００円

（月） （月曜日）

～ から

住 所 住所（スペースを空けない）

①，②，③ （１），（２），（３）

Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ １，２，３

㍍ メートル
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□ 変化または移動する画像やテキストは，速度・色彩等が認識しやすいものになっ
ているか。

□ 画像に代替テキストを設定する（視覚障害のある人が音声ブラウザを利用した際
に，画像の代わりにテキストが読み上げられる）など，コンテンツの内容を理解
・操作するのに必要な複数の情報が提供されているか。

□ 音声環境での利用を考慮したレイアウトになっているか。（一般的な音声ブラウザ
は，上の行から順に左のセルから右のセルへという順序で読み上げる。）

□ 音が自動再生になっていないか。（自動的に音が再生されると，音声ブラウザの利
用者は音が二重になり内容を把握しづらくなる。また，利用者の知らないうちに
音が流れていて周りに迷惑をかけることがある。）

≪参考資料≫
「みんなが使えるホームページの作り方

～ウェブアクセシビリティ（注２）12のポイント～ （改訂版）」
編集 情報通信研究機構 監修 総務省 平成18年９月発行

≪参考ＨＰ≫
「岡山県ウェブコンテンツ作成指針」

http://www.pref.okayama.jp/soshiki/detail.html?lif_id=28709

（注１）「ユニバーサルデザイン（ＵＤ）」とは，バリアフリーの考え方をさらに進め，年齢や性別，

能力，国籍等にかかわらず，すべての人に安全・安心で利用しやすい建物や製品，サービス

・情報等を提供していく考え方で，岡山県では，次の五つの視点を設けている。

・便利さ … すべての人に使いやすく便利であること

・簡単さ … すべての人に分かりやすく簡単であること

・公平さ … すべての人に公平であること（機会の平等）

・安全・安心 … すべての人に安全で安心であること

・柔軟性 … 選択肢があること

（注２）「ウェブアクセシビリティ」とは，ウェブを利用しているすべての人が，心身の条件や利

用する環境に関係なく，ウェブで提供されている情報や機能に支障なくアクセスし，利用

できること。
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